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会 議 録 

会議の名称 令和５年度つくば市上下水道審議会（水道事業 第１回） 

開催日時 令和５年 11 月 17 日 開会 15：00 閉会 17：00 

開催場所 つくば市役所 コミュニティ棟３階会議室 

事務局（担当課） 上下水道局水道総務課 

 

出 

席 

者 

委員 

 

 

白川直樹委員（会長）、三宮武委員（副会長） 

平島泰裕委員、小原正彦委員、秋葉忠委員 

阿久津裕子委員、高田佳恵子委員、浜中勝美委員、 

加納誠介委員、竹内秀治委員、野中伸一委員 

磯野健寿委員 

事務局 

 

上下水道局長 中泉繁美 

上下水道局次長（兼）水道監視センター所長 渡辺 高則 

水道総務課長 小吹正通、上下水道業務課長 兼平勝司 

水道工務課長 酒井一成 

水道総務課長補佐 石渡浩司、係長 久松和弘 

主任 寺門克弥、主事 畠中優 

欠席者（委員） 飯塚怜委員、長塚俊宏委員 

公開・非公開の別 ☑公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数 ４名 

非公開の場合はそ

の理由 

 

 

議題 水道料金について 

 

会議録署名人 白川直樹委員 

加納誠介委員 

竹内秀治委員 

確定年月日 令和５年 11 月 28 日 
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会

議

次
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１ 開会 

２ 副市長挨拶 

３ 辞令交付 

４ 自己紹介 

５ 諮問 

６ 議事 

 (1) 令和５年度つくば市上下水道審議会について（水道事業） 

 (2) つくば市水道事業経営戦略策定後について 

 (3) 令和４年度つくば市水道事業会計 決算について 

 (4) 料金改定案の検討手順（案）について 

７ その他 

 (1) 茨城県水道事業の広域連携について 

 

１ 開会 

事務局（小吹水道総務課長）：皆様本日は御多忙のところ御参集いただき、誠

にありがとうございます。ただいまから令和５年度つくば市上下水道審議会

（水道事業 第１回）を開催いたします。本日進行を進めさせていただきま

す、つくば市上下水道局水道総務課長の小吹と申します。よろしくお願いい

たします。 

 

２ 副市長挨拶 

事務局（小吹課長）：初めに、副市長の飯野から挨拶申し上げます。 

飯野副市長：〔挨拶〕 
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３ 辞令交付 

事務局（小吹課長）：続きまして、今回２名の委員が交代となりますので、辞

令交付を行います。竹内委員、磯野委員、前にお進みください。 

 

〔辞令交付〕 

 

４ 自己紹介 

事務局（小吹課長）：今回の審議会は約半年ぶりの開催であり、委員の交代も

あることから、委員の皆様に簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。 

  マイクを使用する際は、マイクの底部分にあるボタンをランプが緑色にな

るまで押してから使用してください。詳細につきましては、机上に配布した

「マイクのセッティング」を御覧ください。 

自己紹介は、名簿の順に白川委員からお願いいたします。 

 

 〔各委員自己紹介〕 

 

事務局（小吹課長）：ありがとうございました。なお、本日欠席の委員を紹介

いたします。市民委員の飯塚 怜様、つくば市議会議員の長塚 俊宏様。以

上になります。 

なお、副市長は公務の都合により、ここで退席させていただきます。 

 

 〔副市長退席〕 

 

事務局（小吹課長）：ここで、遅くなりましたが、上下水道局長から職員を紹

介させていただきます。 

事務局（中泉上下水道局長）：委員の皆様には、大変お忙しい中御出席いただ
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き、ありがとうございます。上下水道局長の中泉と申します。よろしくお願

いいたします。 

本日出席しております職員を紹介させていただきます。 

 

 〔事務局職員紹介〕 

 

事務局（中泉局長）：以上になります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

５ 諮問 

事務局（小吹課長）：続きまして、つくば市長からつくば市上下水道審議会 会

長宛てに諮問書が提出されておりますので、上下水道局長から紹介いたしま

す。 

事務局（中泉局長）：お手元の資料２「諮問書」を御覧ください。 

令和５年 11 月 17 日付けで、つくば市長からつくば市上下水道審議会 会

長宛て諮問、つくば市上下水道審議会条例第２条の規定に基づき、下記の事

項について諮問します。 

１ 条例第２条第１号に定める水道料金に関すること。 

１ つくば市下水道事業経営戦略の改定に関すること。 

以上になります。委員の皆様には、調査審議を賜りますようよろしくお願

い申し上げます。以上です。 

事務局（小吹課長）：それでは、ここからはつくば市上下水道審議会条例第５

条第２項に基づきまして、白川会長に議長をお願いいたします。 

 

６ 議事 

白川会長：皆様、今年度もよろしくお願いします。 

昨年度から委員である方々には、つくば市水道事業経営戦略の策定につい
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て審議していただきました。その審議の中では、料金改定を避けては通れな

い状況だということになっていました。今年度は、料金改定の具体的な部分

について審議していくことになっておりますが、必ず年度内に終わらせると

いうものではなく、しっかり議論を尽くして、納得できる結果を得るまで話

し合っていければと思っております。 

それでは、議事に入る前にいくつか確認事項がありますのでお伝えします。 

【定足数確認、録音について】 

まず、ただいまの出席人数は 13 名であり、委員数 15 名の半数である８名

以上の出席数に達しておりますので、令和５年度上下水道審議会（水道事業 

第１回）を開会いたします。 

また、本審議会の議事録を作成するために録音をさせていただきますので、

御了承願います。 

【会議公開条例に基づく審議会の公開について】 

次に、本審議会の公開について、資料３の８ページを御覧ください。本審

議会は、「つくば市附属機関の会議及び懇談会等の公開に関する条例」第２

条第１号に定める附属機関に該当し、第３条の規定により、原則公開となっ

ています。公開しない条件に当てはまるかどうかについてですが、本審議会

の議題は、先ほどの諮問にあったとおり、「水道料金に関すること。」であ

り、非公開とする条件には該当しないため、公開で進めてまいります。 

本日、傍聴希望者がいるようでしたら事務局の方で会議室の中へ案内して

ください。 

傍聴人の方は、注意事項を御覧ください。つくば市附属機関の会議及び懇

談会等の公開に関する条例に従い、傍聴者に対して会場からの退出を求める

ことがありますので御了承ください。 

【会議録署名委員の指定】 

続きまして、会議録署名委員の指名を行います。 
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資料３の６ページを御覧ください。つくば市上下水道審議会運営規則第４

条に議事録の定めがあり、議事録には、会長及び会長が指名した委員２人が

署名しなければならないと定められています。 

昨年度に引き続き、名簿順に輪番で指名したいと思います。昨年度は、長

塚委員及び浜中委員で終わっていたかと思いますので、今回は加納委員と竹

内委員を指名します。よろしくお願いいたします。 

今年度は、水道と下水道、両方の審議会に出席していただくので、通しで

指名して署名していただこうと考えています。議事録につきましては、会議

の終了後、遅延なく作成し、委員の署名後、ホームページに公表するという

段取りになっています。 

それでは、議事に入りたいと思います。今年度は水道と下水道、２つの話

を並行して進めていく形になりますので、似ているところも異なるところも

あり、少し分かりにくい部分が出てくるかもしれませんが、御遠慮なくいろ

いろ質問してください。本日は水道事業の審議会です。 

本日の議事は４つあります。まず、「令和５年度つくば市上下水道審議会

について（水道事業）」について、事務局から説明をお願いします。 

事務局（石渡水道総務課長補佐）：水道総務課課長補佐の石渡と申します。引

き続きよろしくお願いいたします。 

議事に入る前に、本日冊子を２つお配りしましたので、それについて御説

明します。まず、白い冊子は、「令和４年度つくば市水道事業会計決算書」

です。こちらはつくば市水道事業の決算状況が記載されている冊子になりま

す。次に、グレーの冊子は、「令和４年度水道事業年報」です。こちらは、

水道事業のデータ集となっており、事業概要、料金及び統計等のデータが記

載されております。今後、審議をしていただくに当たって、場合によっては

この冊子を使用する場合があります。お手数をおかけして申し訳ありません

が、御持参をお願いいたします。 



 

7 

 

では、１つ目の議事であります「令和５年度つくば市上下水道審議会につ

いて（水道事業）」について御説明いたします。着座にて失礼いたします。 

 資料４を御覧ください。先ほど会長から説明があったとおり、令和５年度

は水道事業と下水道事業の審議会を開催する予定となっております。本日は、

水道事業に関する審議でありますので、今後の水道事業における審議会の予

定について御説明したいと思います。なお、下水道事業につきましては、第

１回を 11 月 28 日に開催する予定となっておりますので、その際に改めて概

要等について御説明させていただきます。 

それでは、資料４について御説明いたします。「令和５年度つくば市上下

水道審議会について（水道事業）」という資料になります。 

まず、これまでの経緯について御説明いたします。昨年度は、令和４年 10

月から令和５年３月にかけて、上下水道審議会を５回開催し、つくば市水道

事業経営戦略の策定について、審議していただきました。その後、つくば市

水道事業はつくば市上下水道審議会の答申を受け、令和５年３月につくば市

水道事業経営戦略を策定し、公表しました。 

次に、令和５年度つくば市上下水道審議会の開催について御説明いたしま

す。先ほどの諮問にあったとおり、今年度の審議会では、「水道料金に関す

ること。」について調査審議をお願いいたします。具体的には、つくば市水

道事業経営戦略に示した、料金改定について、どのような改定を行うのかと

いう審議を行います。 

具体的な審議会の開催予定（案）についてですが、令和５年 11 月から月１

回を基本に開催する予定です。本日、11 月 17 日が第１回となり、第２回は

先日通知させていただいたとおり、12 月 15 日に開催する予定です。第２回

の主な審議事項は「つくば市水道料金の現状について」です。つくば市の料

金体系の特徴や現状について御説明したいと考えています。第３回は、令和

６年１月に実施を予定しており、主な審議事項は「水道料金改定の方法につ
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いて」です。具体的にどのような検討を行うべきか、という点について御説

明したいと考えています。第４回以降の審議会につきましては、様々な予測

や財政シミュレーション等について、具体的に御検討いただく予定です。審

議会の開催回数は全９回を予定しており、令和６年の７月に料金改定の案に

ついて答申をいただく予定となっております。以上が開催予定（案）となり

ますが、資料４に米印で記載させていただいたとおり、開催時期や審議事項

等については、状況により変更になる場合があります。また、料金改定につ

いての審議は幅も広くなる可能性がありますので、審議の状況によっては、

審議会の開催回数が増加したり、開催期間が延長になったりする可能性があ

ります。また、審議した内容につきましては、定期的につくば市議会へ報告

する予定となっております。 

続いて、２ページを御覧ください。「料金改定までのスケジュール（案）」

になります。昨年度御審議いただいた、つくば市水道事業経営戦略の投資・

財政計画の中では、令和７年度に改定率 15％の料金改定を見込んでおります

ので、それに合わせたスケジュールを組ませていただきました。令和５年 11

月から令和６年７月まで上下水道審議会による調査検討を行い、令和６年９

月に条例改正案をつくば市議会へ提出し、令和６年 10 月から令和７年３月の

約半年間で料金改定について周知を行った後、令和７年４月に料金改定を行

うようなスケジュールとなっております。こちらのスケジュールにつきまし

ても、状況によって変更になる場合があります。説明は以上です。 

白川会長：御説明ありがとうございました。ただいまの説明について、委員の

皆様から御質問はありますでしょうか。録音して議事録を作成する都合上、

発言の前にお名前を告げてから発言するようお願いいたします。 

今年度の進め方については、９回と予定はされていますが、審議の中身に

よって変わる可能性があるということです。昨年度の、つくば市水道事業経

営戦略の策定に関する審議の中で議論していただきましたが、今後どのくら
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いの収入が必要なのか、という大枠のところを考えた後、料金改定によって

全体でこのくらい確保しなければいけないということを決めてから、基本料

金や従量料金をどうするか等の細かいところを考えていくという順序になる

かと思います。どのくらい投資をしてお金がかかっていくのか、収入がどの

ように伸びていくか等の予想について、第４回、第５回辺りの審議会で審議

するという計画になっています。この資料４の内容につきましては、特に疑

問点等はないでしょうか。では、次に進みたいと思います。２つ目の議事で

ある「つくば市水道事業経営戦略策定後について」、事務局から説明をお願

いします。 

事務局（石渡課長補佐）：「つくば市水道事業経営戦略策定後について」、御

説明いたします。資料５、縦長 A3 の用紙「つくば市水道事業経営戦略（概要）」

及び白川会長と市長の写真が掲載されております、「つくば市上下水審議会 

市長へ答申書の提出について」の３つの資料を使用して御説明しますので、

御用意願います。 

まず、「つくば市水道事業経営戦略策定後について」です。先ほどの資料

４でも説明しましたとおり、つくば市水道事業経営戦略につきましては、令

和５年３月に策定し、ホームページ等でも公表しております。また、つくば

市議会にも、この内容について説明を行いました。その後、市議会の６月定

例会及び９月定例会において議員から一般質問がありましたので、その中で

出た意見について御紹介します。 

資料５にその意見等を記載しましたが、この資料について説明する前に、

つくば市水道事業経営戦略について御審議していただいてから、約半年が経

過しており、新しく委員になられる方もいらっしゃいますので、つくば市水

道事業経営戦略の概要について、改めて御説明させていただきたいと思いま

す。 

縦長 A3「つくば市水道事業経営戦略（概要）」という資料を御覧ください。
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まず、つくば市水道事業経営戦略を策定に至った経緯について御説明いたし

ます。副市長からの挨拶にもあったとおり、水道は重要なインフラでありま

すので、将来にわたって安全安心な水道水の安定供給を実現するために、中

長期的な基本計画としてつくば市水道事業経営戦略を策定いたしました。計

画期間は、令和５年度（2023 年度）から令和 14 年度（2032 年度）までの 10

年間となっております。 

次に、「３ 投資・財政計画（収支計画）」について御説明いたします。

つくば市の水道の特徴として、未普及地域が残っていることが挙げられます。

施設の老朽化対策のほかに、未普及地域解消事業にも取り組む必要がありま

す。2061 年度までの約 40 年間の更新費総額は、約 1,306 億円を見込んでお

ります。この投資に対して今後どのように計画を立てていけばよいかを検討

するために財政シミュレーションを行いました。財政シミュレーションを行

うに当たって設定した主な条件は、「(2) 財政シミュレーションにおける主

な条件」に記載があるとおり、財源を過度に企業債に依存することのないよ

うに、企業債残高対給水収益比率の上限を 350％に設定したこと、物価上昇

率として１年当たり 3.1％を見込むこと、突発的な支出に備えるために資金

残高を 10 億円から 30 億円に引き上げることとし、シミュレーションを行い

ました。その結果が、「(3) 財政シミュレーション結果」になります。結果

を見ますと、令和７年度（2025 年度）に企業債残高対給水収益比率の上限で

ある 350％を超える見込みであることから、ここで 15％の料金改定を見込ん

でおります。また、その５年後の令和 12 年度（2030 年度）にも同じように

15％の料金改定を見込む結果となりました。この資料の左下にある星印を御

覧ください。「企業債残高対給水収益比率 他の案との比較」とあります。

つくば市水道事業経営戦略では、企業債残高隊給水収益比率の上限として、

350％を採用しましたが、昨年度の審議の際には、この上限の案として、300

％、350％、500％の３つの案を示し、検討を行いました。この部分につきま
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しては、昨年度の審議会でもかなり意見が分かれました。最終的には、350

％で計画することとなりましたが、つくば市水道事業経営戦略には、参考と

して他の案についても掲載しております。以上がつくば市水道事業経営戦略

の概要となります。 

それでは、以上の内容を踏まえまして資料５をご覧ください。資料５は、

６月及び９月のつくば市議会定例会において議員から出た主な意見を事務局

でまとめたものになります。なお、詳しい発言内容につきましては、つくば

市のホームページに会議録が公開されておりますので、参考にしていただけ

ればと思います。 

まず、６月定例会では、小森谷議員から一般質問がありました。主な意見

としては、手持ち資金を 30 億円も積み上げなくてもよいのではないか、企業

債残高対給水収益比率の上限 350％は適切なのか、審議会の開催回数が５回

では精査するのが難しいと思うのでしっかり回数を重ねていただきたい、地

下水の大口需要者への対策についてしっかりと議論していただくことを要望

する、等がありました。 

２ページを御覧ください。９月定例会では、山中議員から一般質問があり

ました。主な意見としては、企業債残高対給水収益比率については明確な基

準がないため、捕らわれる必要はないのではないか、水道未普及地域解消事

業については採算を採ることが難しい事業であるため、管路整備については

自治体組織として税金で支出すべきではないか、料金改定については、予想

以上に収益も伸びているので、値上げではなくむしろ値下げの議論になるの

ではないか、等がありました。 

先ほども御説明させていただいたとおり、今回の上下水道審議会で審議さ

れた内容につきましては、定期的につくば市議会に報告する予定となってお

ります。料金改定につきましては、条例改正も必要になってきますので、市

民の代表である議会の理解も必要になってきますので、今後も丁寧に説明を
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行っていきたいと考えております。 

最後に、前回の審議会終了後に、白川会長からつくば市長に答申書が提出

されましたので、その資料について簡単に御説明します。写真付きの「つく

ば市上下水道審議会 市長へ答申書提出について」を御覧ください。令和５

年３月 28 日に白川会長から五十嵐市長に対して答申書の提出が行われまし

た。その際、市長からコメントがあり、「今後も丁寧な説明を心掛けながら

取り組んでいきたい。」という話がありました。事務局としましても、今回

の料金改定につきましては、市民に負担をお願いすることでありますので、

データの分析、資料の整理及び検討等について、丁寧に取り組んでいきたい

と考えております。説明は以上です。 

白川会長：御説明ありがとうございました。ただいまの説明について、御質問

等はありますでしょうか。加納委員お願いします。 

加納委員：説明ありがとうございました。資料５に記載されている、お２人の

議員からの御質問についていくつかお伺いしたいと思います。こういう御質

問に対して、どのように回答されたかについては、ホームページを見れば分

かるということでしょうか。 

事務局（小吹課長）：小森谷議員から質問があった、手持ち資金の額について

は、審議会で審議し、災害時や突発的な支出に備えるために計画期間内で最

低 10 億円から段階的に引き上げて、令和 14 年度末までに 30 億円を確保する

ことにしたと答弁しております。 

また、企業債残高対給水収益比率の上限を 350％とした理由についても、

審議会において、総務省による明確な基準がないことを説明した上で、300

％、350％、500％という案をお示しし、シミュレーションを行い、審議した

結果、一般会計で用いている類似指数である将来負担比率における早期健全

化基準の 350％を採用したと報告しています。 

地下水の大口需要者への対応につきましては、地下水利用の実態把握に努
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めるとともに、料金体系を含めた他の自治体の事例の調査研究を今後も進め、

料金改定を行う場合は慎重に進める旨の答弁をしております。 

次に、山中議員から質問があった、企業債残高対給水収益比率の引上げに

つきましては、企業債の償還金は水道料金の収入で賄われており、企業債残

高対給水収益比率を引き上げることは企業債残高を増加させることになるた

め、結果として償還額が増加し、将来世代の過度な負担を招くことになるの

で、そういった点について整理すべきだという審議結果を反映したと回答し

ています。水道料金の改定については、シミュレーション上では料金改定率

15％となっていますが、エネルギー価格の高騰や、物価変動を注視し、料金

改定について慎重に判断していくという旨を回答しております。以上が主な

内容になります。 

加納委員：ありがとうございました。私たちが議論してきた内容を反映して回

答していただいているということですね。ありがとうございました。 

こういう発言をされるのにはそれなりの根拠背景があるかと思いますが、

根拠等については何か話がありましたでしょうか。特段説明がなく、こうい

う発言をされるのでしょうか。 

事務局（小吹課長）：一般質問の前に、議員さんといろいろな議論を行います

ので、その中でつくば市水道事業経営戦略等について御説明しています。説

明等については慎重に行っています。 

加納委員：将来世代の負担が過度になる、基準がないと議論がしにくいという

ことも分かった上での御発言だったのでしょうか。 

事務局（小吹課長）：はい。 

加納委員：分かりました。この後、私たちが料金改定の議論を行うに当たって、

いろいろと質問が出てくるかと思います。私たちの議論もそれに対応してい

く必要があるかと思いますので、何か参考になればと思います。 

白川会長：そうですね。350％以外のこの数字の方が、根拠があってよいという
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御提案があれば、その提案についても審議会の中で議論できると思います。

特に数字の根拠があるわけではないということですかね。 

事務局（小吹課長）：今回はあくまでも審議する際に、目安を作って皆様に判

断していただいたということです。計画を策定したので、料金改定を行う場

合には、先ほどお話ししたエネルギー価格の高騰、人口の増加、それに伴う

収入等の現状を考慮する必要があるかと思います。つくば市水道事業経営戦

略を策定した際には、整備されていない計画もあったので、今後は、具体的

な計画も反映した上で、慎重かつ正確な形で皆さんに議論していただければ

と考えています。 

白川会長：ほかに御質問や御意見等ある方はいらっしゃいますか。 

市長に答申書を提出した際に、議事録にいつも目を通しているとおっしゃ

っていましたので、委員の皆様の発言は、市長にも届いていることと思いま

す。つくば市水道事業経営戦略策定に関する審議は半年以上前のことでした

が、今後 10 年間の財政シミュレーションを行った際には、40 年先までの投

資総額を平準化し、無理がない形に変更した上で、毎年どのくらいの費用が

かかるかを計算し、それに対して手持ち資金が減っていかないように、むし

ろ増加するような計画にしました。また、企業債をどのくらい発行したらよ

いかということについても議論し、この資料にある数字を出しました。この

シミュレーションですと、2025 年度に料金改定率 15％の料金改定を行うこと

になっていますが、まずこの枠がこれでよいのか、ということを審議会の中

で再度議論していくということになるかと思います。 

議員の方々からの御意見については、こういう御意見があったということ

であって、これに私たちが必ず従わなければならないということではなく、

事務局からも審議内容について答弁していただいているようです。 

対応できるのは、審議会の開催回数というところがひとつですね。これは

御意見通り、しっかり回数を重ねて議論するようにするということですね。
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それ以外はありますでしょうか。地下水の大口需要者の話については、次回

以降、事務局から詳しく説明を受けて議論することになるかと思います。他

の点は大丈夫でしょうか。 

今の時点で特にないようでしたら、次の議題の説明に移りたいと思います。

次は、「令和４年度つくば市水道事業会計 決算について」という内容です。

事務局から説明をお願いします。 

事務局（石渡課長補佐）：資料６を御覧ください。全部で３枚ある資料になり

ます。決算の詳細な内容につきましては、本日冊子で配布いたしました、「令

和４年度つくば市水道事業会計決算書」に記載されています。今回は、この

資料を用いて、決算の概要や特徴について御説明したいと思います。 

まず、１ページ目の「令和４年度 決算の概要」について御説明いたしま

す。大きく分けて「(1) 収益的収支」、「(2) 資本的収支」、「(3) 資金収

支、業務量、経営指標」の３つに分けて説明をしたいと思います。この分け

方につきましては、つくば市水道事業経営戦略における財政シミュレーショ

ンと同じ分け方になっております。 

予測、計画値に対して決算がどうだったのかについて説明します。なお、

つくば市水道事業経営戦略の財政シミュレーションは、令和５年度（2023 年

度）から行っておりますので、令和４年度の数字は記載されていませんが、

実際には、シミュレーションを行うに当たって、令和４年度の予算の数字を

基に、令和５年度以降についてシミュレーションを行っておりますので、今

回は令和４年度の予算値と決算値の比較を行うことで、計画との乖離につい

て確認したいと思います。 

それでは、概要について御説明いたします。まず、「(1) 収益的収支」を

御覧ください。収益的収支とは、毎年経常的な経営活動に伴って発生する収

入と支出をいいます。「収益的収支の内訳」を御覧ください。予算に対して

決算がどうだったのかという執行率が、１番右側に記載されています。水道
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事業収益につきましては、この執行率が 99.97％となっております。中段の

水道事業費用につきましても、執行率が 98.46％となっており、水道事業収

益、費用ともに、予算に対して 98％以上の執行率となっておりますので、ほ

ぼ計画通りの結果と考えられます。水道事業収益から水道事業費用を差し引

いた損益が１番下に記載されています。この損益がプラスの場合には、利益

になります。決算値としては、約７億 1,800 万円の利益となり、当初予算で

見込んでいた利益よりも、約 7,600 万円の増加となりました。 

続きまして、「(2) 資本的収支」について御説明いたします。資本的収支

とは、配水管布設等の施設整備や老朽施設・管路等の更新等に関する収支を

いいます。この資本的収支につきましては、若干の乖離が見られましたので、

その内容について御説明いたします。「資本的収支の内訳」の下の四角枠を

御覧ください。まず乖離が見られたのは、建設改良費になります。建設改良

費は資本的支出に該当します。当初予算が約 28 億円であるのに対して、執行

額は約 19 億 8,000 万円となりました。この建設改良費は主に配水管や施設の

新設・更新等にかかる、いわゆる投資と呼ばれる部分になります。この金額

が予算に対して少ないのは、新型コロナウイルス感染症や、またロシア・ウ

クライナ危機の影響により、材料納入の遅延などの理由から、年度内に工事

が竣工できなかったことによって、事業が翌年度に繰り越されたことによる

ものだと推測できます。この建設改良費の執行額が予算よりも少なくなった

ことに伴い、その財源である企業債（借金）の収入につきましても、予算が

約 20 億円に対して、決算値が約 14 億という結果となりました。 

次に、「(3) 資金収支、業務量、経営指標」を御覧ください。こちらにつ

きましても、主なものを説明したいと思います。 

まず、資金収支の資金残高に着目していただきたいと思います。予算値の

約 14 億 8,000 万円に対して、決算値が約 18 億 7,000 万円となっており、約

３億 8,600 万円増加しています。先ほど御説明した、建設改良費の工事の繰
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越しによって、令和４年度内の支払いが予測より減少したため、結果として

資金残高が増加しました。 

次に、経営指標の下から２番目に記載されている企業債残高を御覧くださ

い。こちらにつきましては、予算値の約 134 億円に対して、決算値は約 126

億 8,000 万円であり、約７億 4,000 万円の減となりました。先ほどと同様に、

建設改良費の執行額が少なかったことにより、企業債の利用も少なくなった

ため、結果として企業債残高が減少しました。この企業債残高が減少したこ

とにより、企業債残高対給水収益比率につきましても、当初の見込みである

282.24％に比べ、決算値では 268.97％と、13.27％の減となっています。 

続きまして２ページを御覧ください。２ページ目は、「過去５年間の主な

決算値の推移」です。こちらにつきましては、水道事業の経営において、特

に重要な項目について、平成 30 年度（2018 年度）から令和４年度（2022 年

度）までの５年間の推移を示したものになります。 

まず、「(1) 給水人口」と「(2) １日平均有収水量」につきましては、つ

くば市の人口が順調に増加していることから、水道水の需要も増加しており、

順調に増えています。その結果、給水収益につきましても順調に増加してお

り、令和４年度（2022 年度）につきましては、約 47 億円となりました。 

続いて、「(4) 建設改良費」になります。先ほど御説明したとおり、こち

らの費用は未整備地域の解消事業や、老朽施設の更新事業を進めるためにか

かったコストになります。平成 30 年度（2018 年度）以降、年々増加傾向に

ありましたが、令和４年度（2022 年度）につきましては、工事が繰越しとな

ったため、減少に転じました。 

「(5) 企業債残高」につきましては、平成 30 年度（2018 年度）以降年々

減少傾向にありましたが、令和４年度（2022 年度）は増加に転じました。 

「(6) 資金残高」につきましては、平成 30 年度に行った料金改定の際の条

件として、資金残高を最低 10 億円確保するようにするという条件がありまし
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た。料金改定が行われた平成 30 年度（2018 年度）以降、資金残高は 12 億円

から 18 億円で推移している状況です。 

最後に３ページを御覧ください。３ページは「経営指標」になります。こ

こに示す経営指標は、経営の健全性・効率性を示す８つの指標と、老朽化の

状況を示す３つの指標について記載してあります。これらの指標につきまし

ては、つくば市水道事業経営戦略においても示した指標でありまして、つく

ば市水道事業経営戦略では令和２年度（2020 年度）までの結果を記載してい

ましたが、今回は令和３年度（2021 年度）の平均値及び実績値、令和４年度

（2022 年度）の実績値を追加いたしました。ここでは、つくば市水道事業の

特徴をピックアップして説明したいと思います。 

まず、「(1) 経営の健全性・効率性を示す指標」で注目していただきたい

のは、「①経常収支比率」と「⑤料金回収率」になります。どちらも収益力

を表す指標であり、100％を超えていると黒字経営が成り立っていることが分

かります。平成 30 年度（2018 年度）以降、どちらの指標も 100％を超えてお

り年々増加傾向にあったのですが、令和４年度（2022 年度）につきましては、

若干この比率が減少いたしました。減少した要因については、「⑥給水原価」

を御説明しながら、分析したいと思います。給水原価というのは、水道事業

を運営する上で必要な原価をトータルした数値になります。令和３年度（2021

年度）までは順調に減少していたのですが、令和４年度（2022 年度）は増加

に転じました。増加に転じた理由としては、令和４年度（2022 年度）は漏水

が比較的多かったことにより、漏水対策のコストがかかってしまったことと、

物価高の影響が挙げられます。燃料費等もかなり高騰していたことから、給

水原価が増加し、その結果、黒字幅が減少したような結果となっております。 

 次に、「③流動比率」を御覧ください。この指標は、支払能力を示す指標

となっており、100％を下回ると、１年以内に返済する負債を、現在保有して

いる資産で賄えない状況になり、資金ショート引き起こす可能性があります。
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つくば市水道事業では、平成 30 年度（2018 年度）以降、100％を超えており、

年々上昇傾向にあり、令和４年度（2022 年度）につきましては、174.89％と

いうような結果になりました。しかし、この表を見ても分かるのですが、他

の類似団体の平均と比較すると、つくば市はまだまだこの指標が低い状況と

なっており、何か起こった際に、他団体と比較すると、支払能力が若干劣る

と考察できます。そのため、つくば市水道事業経営戦略におきましては、経

営の安定性の観点から、資金残高の確保に努めるため、現状の 10 億円から

10 年後に 30 億円まで引き上げるといった計画になっております。 

「④企業債残高対給水収益率」につきましては、若干減少傾向にあります

が、令和４年度（2022 年度）は若干増加し、268.97％となっております。つ

くば市水道事業経営戦略では、この指標の上限を 350％としておりますので、

引き続き注視していきます。以上が「経営の健全性・効率性を示す指標」に

ついての説明になります。 

続きまして、「(2) 老朽化の状況を示す指標」について御説明します。 

「①有形固定資産減価償却率」と「②管路経年化率」につきましては、ほ

ぼ横ばいの状態であり、類似団体ともほぼ同水準となっております。ここで

特徴があるのは、「③管路更新率」になります。こちらにつきましては、他

の類似団体の平均と比較して低い水準になっています。令和４年度（2022 年

度）につきましても、0.14％となっております。この指標は、市内の管路全

体の延長に対して、更新した管路の距離がどのくらいあるのかを表す指標で、

割合が高いほど管路の更新を多く行っていることが分かります。つくば市は、

まだ未整備地域の解消事業を行っておりますので、市全体の管路が伸びるこ

とに伴い、割合の分母が増えるため、更新を行ってもこの割合が伸びにくく

なっています。しかしながら、管路の老朽化というのは年々進んでいくもの

でありますので、この管路更新率につきましても、計画的に更新し、引き上

げていくという計画が必要になってくるかと思います。説明は以上になりま
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す。 

白川会長：ありがとうございました。今の御説明につきまして、委員の皆様か

ら質問や意見等ありますでしょうか。つくば市水道事業経営戦略の中に含ま

れる数値に関わるものとして、予算と決算の差の部分について、説明してい

ただきました。予算と決算に差があったということは、つくば市水道事業経

営戦略に記載したシミュレーションの数値に影響するのでしょうか。 

事務局（石渡課長補佐）：例えば、建設改良費の執行が少なくなっている点に

ついては、引き続き竣工が遅れていってしまう場合は、計画に影響が出てき

てしまいますが、令和４年度から令和５年度に繰り越した事業についても引

き続き工事を行っておりますので、状況を見てからにはなりますが、現時点

では見直すほどのレベルではないと認識しております。 

白川会長：繰越しは、ある意味平準化とも言えるので、どこかで繰り越した分、

またしわ寄せのような形でどこかでまた増えるということですね。ある意味

それは計画に戻るということになりますし、その後どんどん遅れていくよう

だとシミュレーションの結果の数字が変わってくるとことになるかと思いま

す。現時点では、そこまで大きい影響が出るとは言えないということかと思

います。いくつか御説明いただいた中で、例えば流動比率の値が令和４年度

（2022 年度）で大きく変わったのは、先ほど御説明されていた企業債の予定

が変わったことにより、資金残高が増えた等の特殊な要因も入っているので

しょうか。令和３年度（2021 年度）から令和４年度（2022 年度）の変化の度

合いが過去の数値と比較して大きいのは、傾向が続くわけではなく、一時的

なものでしょうか。 

事務局（石渡課長補佐）：一時的な要因の影響が出ているのは否めないかと思

います。18 億円の資金残高につきましても、支出が抑えられた結果、たまた

ま手元資金が残ったとも見えます。こちらも状況を見てみないと分からない

のですが、これを見る限りではこれがずっと続くと判断するのは難しいのか
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なと感じていますので、その点については引き続き注視していきたいと思っ

ております。 

白川会長：原因となった新型コロナウイルス感染症は少し落ち着きましたが、

ロシア・ウクライナ危機による影響はまだ続くかもしれないので、そこを見

通すのが難しいと思いますが、現時点で、昨年度議論いただいたつくば市水

道事業経営戦略の認識を大きく変える必要はないということかと思います。

今年急に数字が変わっているように見えても、それは傾向が変わったという

よりは一時的なものなので、今年も昨年度議論していただいたと同じような

前提に立って議論していただいてよいのかというふうに思いました。 

数値なり、考え方なりについて御質問等ありますでしょうか。昨年度議論

いただいた内容でも、忘れていることもあるかと思います。今年になって、

再度同じことを話されても構いませんので、何かありましたら御発言いただ

ければと思います。数字がいっぱい出てきて、まだ分からないというところ

もあるかもしれません。加納委員お願いします。 

加納委員：御説明ありがとうございました。２ページ目の「過去５年間の主な

決算値の推移」の「(1) 給水人口」に対して「(2) １日平均有収水量」が同

じような比率で推移していることから類推するに、今後人口が増えていくこ

とに対応して、妥当な収益が見込まれるというように読むということだった

かと思います。人口が増えていくのに対して、水の利用も増えていくのは分

かりました。企業の誘致、企業が使用する水量の増減というのはあまり影響

がないから載せていないのでしょうか。企業が使用する水量と地元に住まわ

れている方々が使用する水量の相対的な増減分の感覚がよく分からないので

すが、その辺りを考えなくてよいのであれば、これをベースに議論を進めて

よいかと思います。 

事務局（小吹課長）：今回は人口の増加に伴って、料金で回収できた水量であ

る有収水量が増えています、という見せ方になります。当然、料金改定の際
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には企業の水量も見ながら審議していくことになります。今回は、あくまで

も決算状況として示させていただきました。今後、徐々に細かい資料を作成

し、展開していきたいと考えています。 

白川会長：他にもありますでしょうか。浜中委員お願いします。 

浜中委員：資料６の３ページの「⑥給水原価」について質問させてください。

今回給水原価が上がっているのは、漏水の増加や物価高騰の影響によるもの

だという御説明だったかと思います。「⑥給水原価」の表の「県内類似団体」

や「全国類似団体」と比較すると、つくば市は少し高い数値になっていると

思いますが、その理由が分かれば教えてください。 

事務局（石渡課長補佐）：具体的な数値については、資料がないので御説明で

きないのですが、概要については御説明させていただければと思います。黄

色の棒グラフが「旧県南受水団体」となっていますが、ここに含まれる団体

は平均値が高く、つくば市も旧県南受水団体と比較すると低い数値となって

います。給水原価の中で占める割合が高い費用として、水を買うための費用

である受水費があります。「県内類似団体」や「全国類似団体」は、自前で

浄水施設や水源を持っているところもあるため、コストをかなり抑えられる

団体もあります。受水団体となると、どうしても県の受水費に依存されてし

まいます。毎年値下げ要望は行っていますが、県も経営が苦しい状況があり

ますので、受水費についてはずっと現状を維持してきた状況です。受水費に

依存される関係で、他の水源を持つ団体と比較すると経営努力が難しく、横

ばいになっている状況です。 

浜中委員：給水原価は、今後もこのくらいの金額で推移していくと予想してい

ると理解してよろしいでしょうか。 

事務局（小吹課長）：水を購入している受水団体には、このような傾向が出や

すくなっています。受水費が費用に占める割合は、大体 46～48%くらいの比

率になってきますので、やはり特徴として明確に出ます。自前で浄水してい
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るところは、ある程度そういった費用を抑え、企業努力することができます

ので、給水原価を抑えることができますが、受水団体は水量に対して決まっ

た費用を支払うことになってしまいます。 

浜中委員：議会でも、地下水の利用に関する話が出てきたかと思うのですが、

将来の地下水の活用についての考え方について教えていただければと思いま

す。 

事務局（小吹課長）：現在、つくば市は受水 100％で、地下水は使用していな

い状況です。ランニングコストを考えますと、施設の老朽化等が大分進んで

いるため、改修しながら井戸を使用するよりも、受水で賄った方がコストを

抑えられるというのが現状です。今後も受水 100％として動いていきたいと

考えています。 

白川会長：ありがとうございます。先ほど、給水原価が上がった理由として、

漏水や物価高によるものだという御説明がありました。物価高は今後も続く

かもしれませんが、漏水に関しては令和４年度に限った話になるのでしょう

か。 

事務局（小吹課長）：漏水については、令和４年度に通常の配水管ではなく、

つくば市においては大口径である 600mm の配水管の漏水が頻繁に発生したた

め、その影響が出ているかと思います。今年度、老朽化した 1,000mm の配水

管の布設替え工事等も順次行っており、漏水も減っている状況です。 

白川会長：グラフを見ますと、令和４年度（2022 年度）で上がっていますが、

このまま上がり続けるという見込みではなく、令和３年度（2021 年度）まで

の傾向に戻っていくという予測でしょうか。 

事務局（小吹課長）：平準化していくのではないかと思います。今のところ、

修繕費についても、令和４年度（2020 年度）は今の時期で１億円近い費用が

執行されていたのですが、今年度は、5,000 万円ほどに抑えられています。

その分漏水の頻度も下がっている状況であり、回復していくのではないかと
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見ています。 

白川会長：ありがとうございます。給水原価の中身については、事業年報に数

字が記載されていますでしょうか。 

事務局（小吹課長）：72 ページに給水原価の費用構成表が記載されています。 

こちらが給水原価に占める費用の構成を表したものです。左に内訳があり

まして、漏水等があった際に使用する修繕費は、平均で１億 6,000 万円～１

億 7,000 万円ほどだったのが、令和４年度は約３億の決算になっています。

動力費についても、電気料金の高騰がありましたので、増加しました。先ほ

ど浜中委員からも御質問がありましたが、給水原価に占める割合で１番高い

のは、受水費になっています。構成的に見ると職員給与費、ポンプを動かす

動力費、燃料費、維持管理に関わる修繕費、塩素注入等に係る費用である薬

品費等が主なものになります。 

白川会長：ありがとうございます。おそらく他の指標についてもこの事業年報

を見れば細かい数字がわかるかと思います。今はひとつずつ説明する時間は

ないかもしれませんが、この数値についてもう少し細かく見たいという場合

は、御質問してください。三宮委員お願いします。 

三宮委員：先ほど、工事の繰越しについて、材料納入の遅延によるものという

お話があったかと思います。私どもも設備の更新で特に半導体が調達できず、

遅延してしまうということがありました。こちらではどのような材料の納入

が遅れているのか教えていただければと思います。 

事務局（小吹課長）：現在ポンプ場の改修工事と、電気設備の更新工事を計画

的に進めているため、それに関連する電気盤関係の半導体や水管橋等に使用

する鋼材関係の納入が遅れています。下水道と同じような状況だと思います。 

白川会長：ありがとうございました。他にはよろしいでしょうか。では、４番

目の議事である「料金改定案の検討手順（案）について、事務局から説明を

お願いします。 
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事務局（石渡課長補佐）：資料７を御覧ください。ここでは、今後、水道料金

の改定案を検討するに当たって、全体の流れを御説明したいと思います。資

料７で示したフローにつきましては、公益社団法人日本水道協会が平成 29 年

に発行した、「水道料金改定業務の手引き」を参考にして作成いたしました。 

左上に「財政計画の策定」とあります。まず、料金改定案の検討を行うに

当たりまして、中長期的な財政計画の策定を行う必要があります。この財政

計画につきましては、昨年度の審議会で審議いただき策定した、つくば市水

道事業経営戦略の投資・財政計画を基本としたいと思います。その下に「料

金算定期間の決定」とありますので、料金算定期間について御説明いたしま

す。投資・財政計画を基に水道料金を検討する際には、料金算定期間を定め、

その期間の中で収支計算を行うことになります。この期間をあまりにも長期

で設定してしまうと、現在は変化の激しい時代なので、社会経済情勢や需要

動向等の不確定要素も多く含むことになってしまい、検討が難しくなってし

まいます。また、あまりにも短期で設定してしまうと、今度は料金の見直し

を頻繁に行うことになってしまうので、料金が安定しなくなってしまいます。

他の団体の事例や、先ほど御紹介した「水道料金改定業務の手引き」等によ

りますと、大体３年から５年で設定している団体が多いようです。つくば市

の給水条例にも規定されているとおり、料金は少なくとも５年ごとに検討を

行うこととなっておりますので、今回の料金改定案の検討に当たっては、５

年に設定したいと考えております。今後５年間について、水需要等の見込み

や収支見通しについて検討を行うことになります。この料金算定期間におい

て具体的に実施することは、点線で囲まれた四角枠の中に記載しています。 

 まず初めに、「水需要予測の実施」とあります。こちらにつきましては、

つくば市水道事業経営戦略においても水需要予測を行っていますが、直近の

実績を踏まえた水需要予測を行い、将来の給水収益を試算します。こちらの

検討につきましては、来年の２月に開催予定の第４回で実施したいと考えて
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おります。 

次に、「投資計画の検証」です。ここでは、水道未普及地域解消事業や、

老朽施設の更新事業について、改めて内容を検証し、コスト等についての検

討を行うことになります。この検討については、３月に開催予定の第５回で

実施したいと考えております。 

次の「総括原価の算定」では、水道事業における総括原価を整理します。

総括原価につきましては、水道事業全体にかかる原価の洗い出しを行い、そ

の原価について試算します。「資産維持費の算定を行う。」と記載したので

すが、資産維持費とは、現在保有している資産を将来にわたって継続して維

持していくために必要な費用を見込むための費用です。こういった算定につ

いて検討する必要があります。１月に開催予定の第３回では、この総括原価

に関する制度的な説明をさせていただく予定です。具体的な検討につきまし

ては、４月に開催予定の第６回で行いたいと思っております。 

次の「料金体系の設定」につきましては、総括原価の料金への配分を実施

します。「新料金体系の検討を行う。」と記載していますが、つくば市の水

道料金は、基本料金と従量料金の２部構成となっており、水の使用量に関わ

らず一定の金額がかかる基本料金と、水の使用量に応じて料金が増えていく

従量料金があります。この料金に、分析した総括原価をどのように配分して

いくのかを検討することになります。こちらにつきましても、様々な案が出

てきますので、まずは制度的な話を２月に開催予定の第３回で実施し、具体

的な検討については、４月に開催予定の第６回で実施する予定となっており

ます。ここまで検討を行い、最終的には「料金表の確定」となります。収益

と原価の予測を行い、改めて財政シミュレーションを実施することになりま

す。内容を検証し、必要に応じて繰り返しシミュレーションを実施すること

で、最終的な料金改定案を策定する、という流れで進めたいと思っておりま

す。説明は以上です。 
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白川会長：御説明ありがとうございました。これからの進め方に関する内容で

した。委員の皆様から何か疑問点や、コメント等ありますでしょうか。この

手順に従って進めてもよいか、ということです。次回は「つくば市水道料金

の現状について」という議題が予定されています。資料４の表を見ますと、

第３回で総括原価の算定や料金体系の設定等の料金改定の方法についての審

議があり、第４回で水需要予測、第５回で支出に関わる投資計画が妥当かど

うかということを議論し、第６回で、具体的な数値を入れて原価や料金体系

等について話し合うことになるかと思います。第７回、第８回はそれに基づ

いて、いくつかのパターンが出るかもしれませんが、シミュレーションを行

い、検討し、問題があり修正すべき場合は、再度条件を変えてシミュレーシ

ョンを行うという流れになっています。進めていく中で、この辺りの説明が

足りないとか、ここはもう少し詳しく議論する必要があるという意見があれ

ば、審議回数が増えることがあるかもしれませんし、逆に、短くなることも

あるかもしれません。基本的には、この流れで進めていってよろしいでしょ

うか。特にないようでしたら、事務局から提案があった検討手順に従って進

めていきたいと思います。 

議事はここまでですが、全体を振り返って、何か御質問や御意見等ありま

したら御発言いただければと思います。竹内委員お願いします。 

竹内委員：私は今回が初めてで、これまでの経過がよく分かっていないところ

がありますので質問させてください。お話を聞いていますと、基本的には値

上げという話で話が進んでいると思います。例えば、こういったところを努

力すればもう少し抑えられるのではないとか、そういった審議は昨年度の審

議会すでに行われていて今回の形になっているという理解でよろしいのでし

ょうか。 

白川会長：昨年度もいろいろな審議をしましたが、今年度新たにそういった点

について審議することは問題ないと思います。 
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竹内委員：努力したらもう少し下げられるとか、そういった議論は終わってい

るということでよろしいですか。例えば、他の自治体について調べて、つく

ば市もそれをこう応用できる、利用できる、といったことについては特に審

議会では話されないのでしょうか。 

白川会長：それは、コストを下げるという大事な点ですので、むしろ審議に入

れていただきたいと思います。費用や原価といった辺りの話に関わってくる

話かと思いますので、どのタイミングでも審議に入れていただけますと検討

ができると思います。 

竹内委員：ありがとうございます。 

白川会長：料金を上げるために開催している審議会ではなく、適切な料金を定

めるためのものですので、下げられるものは下げて、必要な投資は行う、と

いったことについて妥当なレベルに結論を持っていけるように審議をしよう

ということになっています。審議会の結論がそのまま料金に反映されるわけ

ではなく、その前にいろいろステップがあり、いろいろな方々の意見を反映

する手順になっているかと思いますので、出し惜しみはしないでいただいた

方がよいと思います。加納委員お願いします。 

加納委員：今の御発言にも関わるかと思いますが、まず、昨年度はつくば市と

しての考えに対する妥当性の審議だったと私は認識しています。その上で料

金はどうするのか、が今回の審議の対象になっているので、全部を地下水に

依存して、県から水を買わないというような極端な例にした場合はどうなる

のか等、料金を下げる努力に関するいろいろな議論について、エビデンスを

残しておいた方がよいと思います。もちろん全部を地下水に依存すると、そ

れに伴うデメリットも出てくると思いますので、それをしっかり説明するこ

とが大事かと思います。準備は大変かと思いますが、お願いします。 

また、今回は水道料金について議論をしますが、市の財政計画があった上

での水道料金の話だと思うので、つくば市全体としてどういう財政計画を考
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えていて、水道料金に与える影響がどの程度あるのか、突発的に福祉にお金

がかかるとか、道路の補修にお金がかかるとか、学校を増やす必要があると

か、法律が変わって教員を増やさなければならないとか、そういったことが

発生した場合に、水道料金はどの程度影響を受けるのかとか、反対に今私た

ちは 30 億円あれば何とか突発的なことも対応できるだろうと言っていたけ

れども、市全体の財政から見て、その不足に対してどのくらい補うことがで

きるものなのか、といった見込みを行った上で、妥当性を考えていくのがよ

いと思います。私の言っていることが間違っている場合は、説明をいただけ

ればと思いますが、可能であればそういった資料も見せていただければと思

います。 

事務局（小吹課長）：水道は独立採算制が原則になりますので、それを考慮し

ても太刀打ちできるかという判断が必要になるかと思います。市の財政から

どのぐらい出せるかというのは、震災や事故があった場合に補助金がどれだ

け充当されるか、国が出す金額はどれくらいか、によって決まってきますの

で、具体的な金額を出すのは難しいかなという部分もあります。ただし、ど

の程度まで出せるかという点については財政課と調整できると思いますの

で、全体というよりも独立採算制で行った場合はどうなるのかというのが基

本になってくると思います。水道も下水道も税金ではなく、料金収入で運営

しますので、その次に市の財政と調整するというステップになると思います。

そういった点については整理しながら説明していきたいとい考えています。 

加納委員：そういったことが前提としてあるのかなと思うので、国から補助金

がおりるような大きな災害ばかりではなく、眠っていた有毒物質が急に地下

水に流れ込んだ等、つくば市にしか起こらない何か特別なことや現在想定で

きていないことに対応する必要が出てきた場合にどうするのかという点だと

思います。税金はまったく使用しないものとして考えなければならない時に、

30 億のプールが正しいのかどうかとかですね。私たちが今考えていることが



 

30 

 

正しいという前提で話をするのか、もう少し全体像を見て、確からしいとい

うことを念頭に入れて議論を進めた方がよいのか、というところの補助的な

資料があるともう少し具体的な料金の話ができるかなと思います。 

白川会長：科学的・論理的に正しいと思うものがあれば、そちらを優先して使

用するべきだと思いますし、そういったものがなければ現状維持を仮定して

おくというのが現実的にあり得るかもしれません。例えば、100％地下水を使

用するようなことも含めて、できるだけ証拠といいますか、科学的・論理的

根拠を出す努力をしながら議論を進めていければと思います。あとはよろし

いでしょうか。 

次回は、「つくば市水道料金の現状について」という議事になります。本

日の議事はここで終了となります。委員の皆様大丈夫でしょうか。もしよろ

しければ、この後「その他」はありますが、議事はここで終了ということに

させていただきます。委員の皆様には、次回以降も引き続き御協力をお願い

します。本日は円滑な進行に御協力いただき、ありがとうございました。こ

こで事務局に進行をお返しします。ありがとうございました。 

事務局（小吹課長）：貴重な議論、ありがとうございました。 

続きまして、「その他」といたしまして審議事項ではないのですが、現在

茨城県が推進しております、「広域連携について」事務局から説明をさせて

いただきます。よろしくお願いいたします。 

事務局（石渡課長補佐）：議事ではないのですが、「その他」として「茨城県

水道事業の広域連携について」御説明します。 

唐突に出た内容で申し訳ないのですが、広域連携につきましては、今後検

討を進めていくことになります。つくば市がこの広域連携に参加するかどう

かにつきましては、市としてのメリットやデメリットを精査した上で決定し

ます。現時点では、市として広域連携に参加するかどうかは決まっていない

状況です。しかし、今後の動向次第では、この広域連携が市の水道事業の経
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営に大きく影響してくる可能性がありますので、今回少しお時間をいただい

て、広域連携の概要と今後のスケジュールについて委員の皆様にも説明させ

ていただければと思います。 

お配りした資料８－１を御覧ください。資料８－１は、「茨城県水道ビジ

ョン（概要版）」になります。この茨城県水道ビジョンには、将来の茨城県

の水道事業の理想像として、広域連携という計画が盛り込まれております。

１ページの中段に対象地域が記載されています。広域連携は、茨城県内全域

が対象となっております。ただ、当面の間は、県内を４つの広域圏に分けま

して、その広域圏ごとに検討を行い、将来的に１県１水道を目指す形となっ

ております。つくば市は、県南西広域圏に該当します。目標年度は 30 年間を

見据えた上で、当面の計画期間は令和 12 年度（2030 年度）までの 10 年間と

されています。 

５ページを御覧ください。５ページには、「県が目指す広域連携について」

記載されております。５ページの中段に「広域連携にあたっての基本的な方

針」が記載されています。県が目指す広域連携は、30 年後の姿を１県１水道

（サービス・料金等の統一）としています。ただ、先ほども申しましたが、

30 年後の姿を見据えた上で段階的に統合を推進するということですので、当

面 10 年間で取り組む事項について整理しております。 

そちらにつきましては、６ページを御覧ください。「段階的な広域連携の

取組み」について御説明いたします。当面の 10 年間で取り組む事項としまし

ては、先ほども御説明したとおり、県内を４つの広域圏に分け、それぞれの

広域圏ごとに検討を行う形になります。経営の一体化という形で推進を行う

ことになります。経営の一体化というのは、当面の間は水道料金を統一せず、

経営を一体化するという手法です。その後の 20 年間で「経営の一体化をした

地域では、料金格差を是正する」ことにより、広域圏ごとに検討した事項に

ついて最終的には１県１水道（サービス・料金の統一）を実現するような計
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画となっております。 

次に、具体的なスケジュールについて御説明しますので、資料８－２を御

覧ください。こちらは、茨城県が水道事業の広域連携について示したスケジ

ュールとなっております。令和４年２月に、先ほど御説明した「茨城県水道

ビジョン」が策定され、その後「広域連携等研究会」という研究会が立ち上

がり、そこで様々な検討を行いました。令和５年 10 月には「検討・調整会議」

という会議を発足し、第１回の会議が 10 月 23 日に開催されました。その際

に、茨城県から提供された今後のスケジュールがこの資料となっております。

今後、検討・調整を進めていくに当たり、広域圏ごとに分かれて、経営統合

に関する条件の検討や、調整等を行うとともに、シミュレーションを行い、

令和６年度中に広域連携に参加するかどうかの意思決定をする予定となって

おります。しかし、先ほども申しましたとおり、つくば市が広域連携に参加

するかどうかについては、検討・調整会議に参加しますと、もう少し条件面

が整理されていることされていくことが予想されますので、そこでメリット

・デメリットについて精査を行いながら検討していきたいと考えております。

なお、今回の上下水道審議会の審議につきましては、広域連携については考

慮せず、あくまで単独経営で行った場合の検討を進めていきたいと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。説明は以上になります。 

事務局（小吹課長）：これまでの説明について、御意見等がございましたらど

お願いいたします。 

三宮委員：御説明ありがとうございました。経営の一体化の意味についてなの

ですが、現在は用水供給を県の企業局で行っていて、そこから水を買って、

給配水は市町村という形かと思います。ここで言う経営の一体化とは、組織 

や資産等、そういったものも全部県の企業局でまとめるという意味なのでし

ょうか。 

事務局（小吹課長）：三宮委員がおっしゃられたとおりです。つくば市の場合
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は、県内用水供給事業から供給を受けていますが、水を浄水しているところ

と、末端で配水しているところが一緒になるというのが、経営の一体化にな

ります。ただ、料金体系については、現在つくば市として認可をいただいて

いるので、そのまま継続して行うことになります。現在、つくば市の水道事

業管理者はつくば市長となっていますが、統合すると、茨城県知事になるの

か、組織を作ってその組織の代表になるのか分かりませんが、そういった点

について現在調整している状況です。 

三宮委員：分かりました。ありがとうございました。 

事務局（小吹課長）：他に何か御質問はございますか。 

ないようですので、最後に事務連絡をさせていただきます。 

昨年度御提出いただいた、委員情報等確認表の口座情報等に変更がある方

がいらっしゃいましたら、事務局までお伝え願います。また、次回の令和５

年度上下水道審議会の日程ですが、下水道事業 第１回は本日机上に配布し

ました開催通知のとおり、令和５年 11 月 28 日（火）の午後１時 30 分から実

施いたします。水道事業 第２回は、令和５年 12 月 15 日（金）の午後３時

からを予定しております。以上をもちまして、令和５年度つくば市上下水道

審議会水道事業（水道事業 第１回）を終了いたします。皆様、本日はあり

がとうございました。 

 



令和５年度つくば市上下水道審議会（水道事業 第１回） 

 

次  第 

 

日時 令和５年 11月 17日（金）   

午後３時           

場所 つくば市役所コミュニティ棟 

３階会議室 

         

１ 開会 

２ 副市長挨拶 

３ 辞令交付 

４ 自己紹介 

５ 諮問 

６ 議事 

(1) 令和５年度つくば市上下水道審議会について（水道事業） （資料４） 

(2) つくば市水道事業経営戦略策定後について （資料５） 

(3) 令和４年度つくば市水道事業会計 決算について （資料６） 

(4) 料金改定案の検討手順（案）について （資料７） 

７ その他 

 (1) 茨城県水道事業の広域連携について （資料８） 

８ 閉会 



令和5年11月17日

資料番号 資料名

資料１ 令和５年度つくば市上下水道審議会　委員名簿

資料２ 諮問書

資料３ つくば市上下水道審議会に関する資料

資料４ 令和５年度つくば市上下水道審議会について（水道事業）

資料５ つくば市水道事業経営戦略策定後について

資料６ 令和４年度　つくば市水道事業会計　決算について

資料７ 料金改定案の検討手順（案）

資料８－１ 茨城県水道ビジョン（概要版）

資料８－２
水道事業の広域連携：経営統合（経営の一体化）等に

向けた主な流れ

令和５年度つくば市上下水道審議会

（水道事業　第１回）　資料一覧



任期：２年（令和４年10月14日から令和６年10月13日まで）

氏　　名 ふりがな 所　属　等

白川　直樹 しらかわ　なおき 筑波大学システム情報系　准教授 学識経験者 １号

三宮　武 さんのみや　たけし
国土交通省国土技術政策総合研究所

下水道研究部長
学識経験者 １号

平島　泰裕 ひらしま　やすひろ 公認会計士 学識経験者 １号

小原　正彦 おはら　まさひこ つくば市区会連合会副会長 市民（関係団体） ２号

秋葉　忠 あきば　ただし つくば市共同給水組合連絡協議会会長 市民（関係団体） ２号

阿久津　裕子 あくつ　やすこ 市民（一般） ２号

飯塚　怜 いいつか　れん 市民（一般） ２号

高田　佳恵子 たかだ　かえこ 市民（一般） ２号

仲野　惇 なかの　じゅん 市民（一般） ２号

長塚　俊宏 ながつか　たかひろ つくば市議会議員 市議会の議員 ３号

浜中　勝美 はまなか　かつみ つくば市議会議員 市議会の議員 ３号

加納　誠介 かのう　せいすけ

筑波研究学園都市交流協議会　企画調整委員会長

（国立研究開発法人産業技術総合研究所

　　つくばセンター次長・つくば東事業所長）

関係行政機関の職員 ４号

竹内　秀治 たけうち　ひではる
つくば市工業団地企業連絡協議会会長

（荒川化学工業株式会社　筑波研究所長）
関係行政機関の職員 ４号

野中　伸一 のなか　しんいち 茨城県企業局県南水道事務所長 関係行政機関の職員 ４号

磯野　健寿 いその　けんじ 茨城県流域下水道事務所長 関係行政機関の職員 ４号

令和５年度つくば市上下水道審議会　委員名簿

（敬称略）

条例における選出

資料１



5水総第 223号

つくば市上下水道審議会 会長 白川 直樹 様

つくば市上下水道審議会条例 (昭和 63年つくば市条例第 121号。以下「条例」と

いう。)第 2条の規定に基づき、下記の事項について諮問します。

令和 5年 11月 17日

つくば市長 五 十 嵐 立

1 条例第 2条第 1号に定める水道料金に関すること。

記

燎熙
く上ず圏
議「
~吐

丁1怪

082203394
テキストボックス
資料２




5下総第 160号

つくば市上下水道審議会 会長 白川 直樹 様

っくば市上下水道審議会条例 (昭和63年つくば市条例第 121号。以下『条例lと ヽ

いう。)第 2条の規定に基づき、下記の事項について諮問します。       .

令和 5年 ■
・
月 17日

っくば市長 五 十 嵐 立

条例第2条第5号に定めるその他水道事業及び下水道事業についそ市長が必要

と認める事項 (つくば市下水道事業経営戦略の改定に関すること。う

記

1



 

 

つくば市上下水道審議会に関する資料 

 

 

 つくば市上下水道審議会の概要・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１ 

 つくば市上下水道審議会条例 ・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２ 

 つくば市上下水道審議会運営規則・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ６ 

 つくば市附属機関の会議及び懇談会等の公開に関する条例・・・・Ｐ８ 

つくば市情報公開条例（一部抜粋）・・・・・・・・・・・・・・Ｐ12 

 傍聴人への注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ15 

資料３ 
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令和５年度つくば市上下水道審議会の概要 

 

１ つくば市上下水道審議会とは 

  地方自治法第 138条の４第３項に基づき、水道事業及び下水道事業の円滑

な運営を図るために設置された附属機関です。市長の諮問に応じ、次に掲げ

る事項について調査審議を行います。 

・水道料金に関すること。 

・水道加入金に関すること。 

・下水道受益者負担金に関すること。 

 ・下水道使用料に関すること。 

 ・その他水道事業及び下水道事業について市長が必要と認める事項 

 

２ 委員の定数、選任、任期 

  つくば市上下水道審議会条例に基づき、次のとおりとなります。 

(1) 定数 15人 

 (2) 選任方法 

次に掲げる者のうちから市長が任命します。 

   ・学識経験者 

   ・市民 

   ・市議会の議員 

   ・関係行政機関の職員 

 (3) 令和４年 10月 14日から令和６年 10月 13日（２年） 

 

３ 令和５年度における開催について 

  令和５年度は水道事業及び下水道事業で開催します。 

各事業の調査審議事項は次のとおりです。 

 (1) 水道事業：水道料金に関すること。 

(2) 下水道事業：つくば市下水道事業経営戦略の改定に関すること。 
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○つくば市上下水道審議会条例 

昭和63年６月23日 

条例第121号 

（設置） 

第１条 水道事業及び下水道事業の円滑な運営を図るため、つくば市上下水道審議

会（以下「審議会」という。）を置く。 

（平19条例42・一部改正） 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。 

(1) 水道料金に関すること。 

(2) 水道加入金に関すること。 

(3) 下水道受益者負担金に関すること。 

(4) 下水道使用料に関すること。 

(5) その他水道事業及び下水道事業について市長が必要と認める事項 

（平９条例33・平19条例42・一部改正） 

（組織） 

第３条 審議会は、委員15人で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。 

(1) 学識経験者 

(2) 市民 

(3) 市議会の議員 

(4) 関係行政機関の職員 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

５ 第２項第２号及び第３号に規定する者で当該職又は地位により委員に任命され
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たものが当該職又は地位を離れたときは、委員の職を失うものとする。 

（平９条例33・平17条例３・一部改正） 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、会務を総括し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（平９条例33・一部改正） 

（会議） 

第５条 審議会は、会長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

４ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところとする。 

（平９条例33・一部改正） 

（意見の聴取） 

第６条 審議会は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、

意見を聴くことができる。 

（平９条例33・平９条例42・一部改正） 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、上下水道局において処理する。 

（昭63条例131・平３条例41・平９条例33・平15条例１・平19条例42・平29

条例１・令３条例53・一部改正） 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で
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定める。 

（平９条例33・一部改正） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和63年条例第131号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３年条例第41号） 

この条例は、平成３年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年条例第33号） 

この条例は、平成９年５月１日から施行する。 

附 則（平成９年条例第42号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成15年条例第１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年条例第３号） 

この条例は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年条例第42号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

（つくば市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正） 

２ つくば市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和

62年つくば市条例第15号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成29年条例第１号）抄 
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（施行期日） 

１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年条例第53号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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○つくば市上下水道審議会運営規則 

昭和63年９月26日 

規則第77号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、つくば市上下水道審議会条例（昭和63年つくば市条例第121

号）第８条の規定に基づき、つくば市上下水道審議会（以下「審議会」という。）

の運営について必要な事項を定めるものとする。 

（平20規則23・一部改正） 

（会議の招集の通知） 

第２条 会長は、審議会の会議（以下「会議」という。）を招集しようとするとき

は、開会の日の７日前までに日時、場所及び議題又は審議する事項を委員に通知

しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。 

（欠席） 

第３条 委員は、招集を受けた場合において事故のため会議に出席できないときは、

あらかじめその旨を会長に通知しなければならない。 

（議事録） 

第４条 審議会の議事については、議事録を作成し、会長及び会長の指名した委員

２人がこれに署名しなければならない。 

２ 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。 

(1) 会議の日時及び場所 

(2) 出席した委員の氏名及び欠席した委員の氏名 

(3) 議題 

(4) 議事の概要 

(5) その他必要な事項 

（平９規則39・一部改正） 

（補則） 
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第５条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。 

（平９規則39・一部改正） 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成９年規則第39号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成20年規則第23号） 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。 
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○つくば市附属機関の会議及び懇談会等の公開に関する条例 

平成29年12月22日 

条例第35号 

（目的） 

第１条 この条例は、附属機関の会議及び懇談会等を公開すること等により、市政

運営における透明性の向上を図り、及び市民の市政運営に対する理解を深め、も

って開かれた市政の一層の推進に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 附属機関 地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項に規定する

附属機関をいう。 

(2) 懇談会等 市民、有識者等のうち執行機関が選任した者から意見、知見等を

聴取し、市政運営の参考とすることを主な目的として開催する懇談会、懇話会、

検討会、研究会その他市政運営上の会議をいう。 

(3) 執行機関 地方自治法第138条の４第１項の規定に基づき市に置かれる執行

機関のうち附属機関の属する執行機関又は懇談会等を開催する執行機関をいう。 

（会議公開の原則） 

第３条 附属機関の会議及び懇談会等は、これを公開する。 

（非公開とすることができる会議） 

第４条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、執行機

関又は附属機関若しくは懇談会等の長は、附属機関の会議又は懇談会等の全部又

は一部を非公開とすることができる。 

(1) 会議において、つくば市情報公開条例（平成27年つくば市条例第27号）第５

条に規定する不開示情報（以下「不開示情報」という。）が発言される見込み

があるとき。 
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(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な会議の運営に著しい支障が生じ、

会議の目的が達成されないと認められるとき。 

（会議の非公開の決定方法） 

第５条 前条の規定による附属機関の会議及び懇談会等の非公開の決定は、次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 

(1) 前条第１号に該当するおそれがあるとき 次のいずれかの方法 

ア 執行機関が規則で定める事項を勘案し、決定する方法 

イ 附属機関又は懇談会等の長が当該附属機関の会議又は当該懇談会等に諮り、

規則で定める事項を勘案し、決定する方法 

(2) 前条第２号に該当するおそれがあるとき 附属機関又は懇談会等の長が当該

附属機関の会議又は当該懇談会等に諮り決定する方法 

（会議開催の事前公表） 

第６条 執行機関は、規則で定めるところにより、附属機関の会議及び懇談会等の

名称、開催日時その他の規則で定める事項を当該会議を開催する日の７日前まで

に公表しなければならない。ただし、緊急に附属機関の会議又は懇談会等が開催

されるときは、この限りでない。 

（会議の傍聴等） 

第７条 附属機関の会議及び懇談会等を傍聴することができる者の数は、その都度、

執行機関が定める。 

２ 附属機関の会議又は懇談会等を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

その他の規則で定める者は、当該会議を傍聴することができない。 

３ 附属機関の会議又は懇談会等を傍聴する者（以下「傍聴人」という。）は、規

則で定める事項を遵守し、及び会場の秩序維持に関して附属機関又は懇談会等の

長の指示に従わなければならない。 

４ 附属機関及び懇談会等の長は、傍聴人が前項の指示に従わないときは、当該傍

聴人に対し、退場を命ずることができる。 
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（会議資料の閲覧） 

第８条 執行機関は、附属機関の会議及び懇談会等が公開されるときは、当該会議

の資料（不開示情報が記載されているものを除く。以下同じ。）を傍聴人の閲覧

に供しなければならない。 

（会議録の作成） 

第９条 執行機関は、規則で定めるところにより、附属機関の会議及び懇談会等に

ついて、公開又は非公開にかかわらず、当該会議終了後遅滞なく会議録を作成し

なければならない。 

（会議録の写し等の公表） 

第１０条 執行機関は、規則で定めるところにより、公開の附属機関の会議及び懇

談会等にあっては前条の規定により作成した会議録及び当該会議の資料を、非公

開の附属機関の会議及び懇談会等にあってはその概要を記録したものを公表しな

ければならない。 

（公開状況の公表） 

第１１条 市長は、規則で定めるところにより、附属機関の会議及び懇談会等の公

開状況について、公表しなければならない。 

（他の条例に特別の定めがある場合の取扱い） 

第１２条 附属機関の会議の公開等について、他の条例に特別の定めがあるときは、

その定めるところによる。 

（委任） 

第１３条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成30年２月１日から施行し、同日以後に第６条の規定により公

表する附属機関の会議及び懇談会等から適用する。 

（つくば市政治倫理審査会条例の一部改正） 



11 
 

２ つくば市政治倫理審査会条例（平成13年つくば市条例第10号）の一部を次のよ

うに改正する。 

〔次のよう〕略 

（つくば市開発審査会条例の一部改正） 

３ つくば市開発審査会条例（平成18年つくば市条例第66号）の一部を次のように

改正する。 

〔次のよう〕略 

（つくば市教育特区学校審議会条例の一部改正） 

４ つくば市教育特区学校審議会条例（平成19年つくば市条例第39号）の一部を次

のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（つくば市ラブホテルの建築等規制条例の一部改正） 

５ つくば市ラブホテルの建築等規制条例（平成20年つくば市条例第31号）の一部

を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（つくば市農業委員会委員候補者選考会条例の一部改正） 

６ つくば市農業委員会委員候補者選考会条例（平成29年つくば市条例第28号）の

一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 
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○つくば市情報公開条例（一部抜粋） 

 

（行政文書の開示義務） 

第５条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各

号に掲げる情報（以下「不開示情報」という。）のいずれかが記録されている場

合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。 

(1) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であ

って、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しく

は電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を

用いて表された一切の事項をいう。次条第２項において同じ。）により特定の

個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個

人を識別することができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別す

ることはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそ

れがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

ア 法令、条例若しくは規則の規定により又は慣行として公にされ、又は公にす

ることが予定されている情報 

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要である

と認められる情報 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和22年法律第120号）第２条第１項

に規定する国家公務員（独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条

第４項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等

（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成13年法律第140

号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）の役員及

び職員、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第２条に規定する地方公務員

並びに地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第２

条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）の役員及び職員



13 
 

をいう。）である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であ

るときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行

の内容に係る部分。ただし、当該公務員等の氏名に係る部分を公にすること

により、当該個人の権利利益を害するおそれがある場合は、当該公務員等の

氏名に係る部分を除く。 

(2) 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法

人を除く。以下この号において「法人等」という。）に関する情報又は事業を

営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生

命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認めら

れる情報を除く。 

ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他

正当な利益を害するおそれがあるもの 

イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであ

って、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているもの

その他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして

合理的であると認められるもの 

(3) 公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある

と実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報 

(4) 市の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の

内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にする

ことにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれる

おそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益

を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 

(5) 市の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が

行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるお

それその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障
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を及ぼすおそれがあるもの 

ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、

正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易に

し、若しくはその発見を困難にするおそれ 

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体

又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害す

るおそれ 

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するお

それ 

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそ

れ 

オ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る

事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 

(6) 法令又は他の条例の規定により公にすることができないと認められる情報 

（平29条例22・一部改正） 
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注 意 事 項 

 

傍聴人は、次の事項を守ってください。 

 

(1) 審議会における言論に対して拍手その他の方法により公然と可

否を表明しないこと。 

 

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。 

 

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。 

 

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。 

 

(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。 

 

(6) 携帯電話による通話をしないこと。 

 

(7) 写真、映画等を撮影し、又は録音等をしないこと。 

 

(8) 会場の秩序を乱し、又は審議会の妨害となるような行為をしな

いこと。 

 

 傍聴人が審議会を妨害し、人に迷惑を及ぼすと認められるとき又

は上記に違反するときは、議長はこれを制止し、その指示に従わな

いときは、つくば市附属機関の会議及び懇談会等の公開に関する条

例第７条第４項の規定に基づき、当該傍聴人に対し退場を命じま

す。 



 

１ 

資料４ 

令和５年度つくば市上下水道審議会について（水道事業） 

 

１ これまでの経緯 

 ・令和４年 10月から令和５年３月にかけて上下水道審議会を５回開催しました。 

 ・令和４年度の上下水道審議会では、「つくば市水道事業経営戦略」の策定について、

つくば市長から諮問を受け、答申を行いました。 

 ・つくば市水道事業は、上下水道審議会の答申を受け、「つくば市水道事業経営戦略」

を策定し、令和５年３月に公表しました。 

 

２ 令和５年度の上下水道審議会の開催について 

 ・つくば市上下水道審議会条例第２条第１号の規定に基づき、「水道料金に関するこ

と。」について、つくば市長から諮問を受け、調査審議を行います。 

 ・具体的には、「つくば市水道事業経営戦略」に示した料金改定について、どのよう

に改定を行うか審議を行います。 

 

３ 上下水道審議会 開催予定（案） 

  令和５年 11月から月１回を基本に開催する予定です。 

 開催時期 主な審議事項 

第１回 令和５年 11月 ・つくば市上下水道審議会について 

・令和４年度つくば市水道事業決算報告 

・つくば市水道事業経営戦略について（経過報告） 

第２回     12月 ・つくば市水道料金の現状について 

第３回 令和６年１月 ・水道料金改定の方法について 

第４回     ２月 ・水需要予測について 

第５回     ３月 ・つくば市水道事業の投資計画について 

第６回     ４月 ・料金改定に伴う財政シミュレーションについて① 

第７回     ５月 ・料金改定に伴う財政シミュレーションについて② 

第８回     ６月 ・料金改定に伴う財政シミュレーションについて③ 

第９回     ７月 ・答申について 

 

 ※開催時期や審議事項は、状況により変更になる場合があります。 

 ※審議の状況によっては、回数が増加し開催時期も延長になる可能性があります。 

 ※審議した内容については、定期的につくば市議会へ報告する予定です。 



 

 

２ 

４ 料金改定までのスケジュール（案） 

 

令和５年 11月～令和６年７月 上下水道審議会による調査検討 

令和６年９月 条例改正案をつくば市議会へ提出 

令和６年 10月～令和７年３月 水道料金改定について周知 

令和７年４月 水道料金改定 

 

※状況により、スケジュールが変更になる場合があります。 
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つくば市水道事業経営戦略策定後について 

 

 つくば市水道事業経営戦略策定後に、６月及び９月つくば市議会定例会で議員か

ら一般質問がありました。その際に議員から出た意見は次のとおりです。 

 

１ ６月定例会（小森谷議員） 

(1) 資金残高について 

  ・東日本大震災による復旧費用は、国から交付金が出ていたので、手持ち資金

を 30億円も積み上げなくても良いのではないか。 

 (2) 企業債について 

  ・企業債残高対給水収益比率の上限 350％の根拠である一般会計の将来負担比

率における早期健全化基準をそのまま当てはめて良いか。 

・水道はライフラインであり、将来世代も必ず使う設備であることから、将

来負担と現役負担の平準化や、社会経済情勢を見て、改めて精査をお願い

したい。 

 (3) 審議会の開催回数について 

  ・５回の審議会では精査は難しいと思うので、しっかり回数を重ねて議論いた

だくような形を設定するよう要望する。 

 (4) 大口需要者について 

  ・地下水の大口需要者の対策なくして次の水道料金改定はないものと考えるの

で、この点もしっかりと議論していただくことを要望する。 

 

 

 

 

 

資料５ 
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２ ９月定例会（山中議員） 

 (1) 企業債について 

  ・借金がたとえ増えたとしても、水道の管路は後世の市民も数十年と使用して

いくものなので、長い目で返済していけばよいものである。 

  ・明確な基準がない企業債残高対給水収益比率にとらわれる必要はないのでは

ないか。 

 ・企業債残高対給水収益比率を抑えるために水道料金を値上げするというの

は、未普及地域解消の工事費をすべての水道使用者に割り振って負担して

もらうことになり公平性に欠けるのではないか。 

 (2) 水道未普及地域解消事業について 

  ・水道未普及地域は人口密集地域ではないので、料金収入で工事費を賄うのは

難しいのではないか。水道未普及地域への整備は自治体として市民の公衆

衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的としているもので、地

域要望に応える非常に重要な事業である。 

  ・採算を取ることが難しい管路整備については、自治体として税金で支出する

こと、また長期にわたって借金を返済していくことが適切と考える。 

 (3) 料金改定について 

  ・人口も収益も予想以上に増えているので、値上げではなくむしろ値下げの議

論になるのではないか。 



つくば市上下水道審議会 市長へ答申書提出について 

 

 令和５年３月 28 日、白川直樹会長から五十嵐立青市長に対して、答申書の

提出が行われました。 

 

 答申書の提出に際して、白川会長から、つくば市独自の課題、今後見込まれ

る更新費用やその財源、財政シミュレーション内容など、主に概要資料を基に

説明を行いました。 

 

 答申を受け、五十嵐市長からは次のような話がありました。 

 

「しっかりしたロジックに基づき明確な計画を示されており、水道事業の見通

しが立てられて非常に感謝しています。すべてを読ませていただきましたが、

根拠があり市民負担と経営のバランスを考慮した現実的な数値を出していただ

いたと考えます。これを案として議会のみなさまにお示ししご意見をいただ

き、あわせて市民のみなさまの理解を得ていくことを努力することが私の仕事

ですので、丁寧な説明を心掛けながら取り組んでいきたいと思います。」 

 

※当日の様子 

 



令和４年度 つくば市水道事業会計 決算について

１ 令和４年度 決算の概要

（１）収益的収支

資金収支 （単位：千円）

予算値 決算値 差

損益勘定留保資金 954,600 952,005 △ 2,595

損益 643,174 718,759 75,585

資本的収支不足額 △ 1,487,564 △ 1,261,450 226,114

消費税資本的収支調整額等 △ 78,776 8,122 86,898

差引 31,434 417,436 386,002

資金残高 1,484,633 1,870,635 386,002

業務量

予算値 決算値 差

給水人口（人） 230,583 229,245 △ 1,338

年間有収水量（㎥） 22,660,295 23,409,728 749,433

供給単価（円/㎥） 203.44 201.41 △ 2.03

20㎥当たりの水道料金（円） 4,069 4,028 △ 41

料金改定率（％） 0% 0% 0%

給水原価（円/㎥） 201.94 192.45 △ 9.49

経営指標

予算値 決算値 差

起債比率 73.9% 72.5% △1.4％

資金残高（千円） 1,484,633 1,870,635 386,002

損益（千円） 642,444 718,759 76,315

企業債残高（千円） 13,423,163 12,681,665 △ 741,498

企業債残高対給水収益比率 282.24% 268.97% △13.27％

（２）資本的収支 （３）資金収支、業務量、経営指標

収益的収支とは、毎年経常的な経営活動に伴って発生する収入（水

道料金収入などの収益）と支出（受水費や人件費などの費用）をいい

ます。

資本的収支とは、配水管布設などの施設整備や老朽施設・管路等の

更新などに関する収支をいいます。

水道事業収益

水道事業費用

令和４年度純利益

5,695,033千円

4,976,274千円

718,759千円

収益的収支の内訳 資本的収支の内訳

つくば市水道事業経営戦略の投資・財政計画（収支計画）

に示した資金収支、業務量、経営指標の令和４年度における

決算値は、以下のとおりです。

資本的収入

資本的支出

差引き

1,629,429千円

2,890,879千円

△1,261,450千円

・水道事業収益及び水道事業費用ともに、予算に対して98%以上の執行

率となった。

・水道事業収益から水道事業費用を差し引いた損益は、約７億1,800万円

となり、当初予算で見込んだ損益よりも約7,600万円の増となった。

（単位：千円）

当初予算 決算 差 執行率

水道事業収益 5,696,597 5,695,033 △ 1,564 99.97%

営業収益 5,129,205 5,057,542 △ 71,663 98.60%

給水収益 4,756,020 4,714,936 △ 41,084 99.14%

その他営業収益 373,185 342,606 △ 30,579 91.81%

営業外収益 567,392 637,491 70,099 112.35%

受取利息及び配当金 220 29 △ 191 13.18%

他会計補助金 79,608 150,148 70,540 188.61%

長期前受金戻入 467,112 466,730 △ 382 99.92%

雑収益 20,452 20,584 132 100.65%

特別利益 0 0 0 ー

特別利益 0 0 0 ー

水道事業費用 5,054,153 4,976,274 △ 77,879 98.46%

営業費用 4,849,405 4,775,592 △ 73,813 98.48%

原水及び浄水費 2,226,852 2,213,343 △ 13,509 99.39%

配水及び給水費 654,313 706,045 51,732 107.91%

業務費 420,830 329,183 △ 91,647 78.22%

総係費 125,698 108,285 △ 17,413 86.15%

減価償却費 1,414,951 1,411,985 △ 2,966 99.79%

資産減耗費 6,761 6,751 △ 10 99.85%

営業外費用 195,053 196,359 1,306 100.67%

支払利息及び企業債取扱諸費 187,139 184,357 △ 2,782 98.51%

雑支出 7,914 12,002 4,088 151.66%

特別損失 4,695 4,323 △ 372 92.08%

特別損失 4,695 4,323 △ 372 92.08%

予備費 5,000 0 △ 5,000 0.00%

予備費 5,000 0 △ 5,000 0.00%

損益 642,444 718,759 76,315 111.88%

（単位：千円）

当初予算 決算 差

資本的収入 2,224,963 1,629,429 △ 595,534

企業債 2,073,100 1,438,400 △ 634,700

企業債 2,073,100 1,438,400 △ 634,700

負担金 35,294 126,916 91,622

負担金 35,294 126,916 91,622

国庫補助金 36,712 29,788 △ 6,924

国庫補助金 36,712 29,788 △ 6,924

分担金 73,431 0 △ 73,431

分担金 73,431 0 △ 73,431

出資金 6,426 34,325 27,899

出資金 6,426 34,325 27,899

資本的支出 3,712,527 2,890,879 △ 821,648

建設改良費 2,806,693 1,985,046 △ 821,647

施設整備費 1,749,487 1,382,135 △ 367,352

施設改良費 1,041,291 593,097 △ 448,194

営業設備費 15,915 9,814 △ 6,101

企業債償還金 905,834 905,833 △ 1

企業債償還金 905,834 905,833 △ 1

予備費 0 0 0

予備費 0 0 0

差引き △ 1,487,564 △ 1,261,450 226,114

・建設改良費は、当初予算約28億円に対して執行額が約19.8億円と

なった。予算に対して執行額が少ないのは、新型コロナウイルス

感染症の影響による材料納入の遅延などの理由により、年度内に

竣工ができず翌年度へ繰越しとなったためである。

・資金残高は、予算値（予測値）よりも約３億8,600

万円増の約18億7,000万円となった。増加した主な

理由は、工事の繰越しにより令和４年度内の建設

改良費の支払いが予測より減少したことなどであ

る。

・企業債残高は、令和４年度末で約126億8,000万円

となり、予算値（予測値）よりも約７億4,000万円

の減となった。減となった理由は、資金残高の理

由と同様、建設改良費の年度内執行が減少したこ

とにより企業債の利用も減となったためである。

・企業債残高対給水収益比率は268.97%となり、予算

値（予測値）より13.27％減となった。

資料６
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２ 過去５年間の主な決算値の推移

（１）給水人口 （２）一日平均有収水量

給水人口とは、水道により供給を受けている人口をいいます。

市の人口が増加していることから、給水人口も増加傾向にあり

ます。

有収水量とは、料金徴収の対象となった水量をいいます。

年間総有収水量を年日数を除したものを一日平均有収水量と

いいます。給水人口が増加していることから、有収水量も

増加傾向にあります。

（３）給水収益

給水収益とは、水道料金として収入となる収益のことです。

給水人口、有収水量が増加していることから、給水収益も

年々増加しています。

（４）建設改良費

建設改良費とは、配水管布設などの施設整備や老朽施設・

管路等の更新などに要する費用をいいます。

経営戦略における投資額とは、主にこの費用を指します。

上水道未整備地域の解消事業や老朽施設等の更新事業を

進めるため年々増加傾向にありましたが、2022年度は

年度内に工事が完了せず繰越しとなった事業が多かった

ため、減少しました。

（５）企業債残高

企業債とは、建設、改良に要する資金に充てるために

起こす地方債（借金）をいいます。

2018年度以降、企業債（借金）の残高は年々減少傾向

にありましたが、2022年度は増加しました。

（６）資金残高

年度末における資金（現金預金）残高の推移です。

2018年度（平成30年度）に実施した水道料金の改定の際に

資金残高を最低10億円確保するという条件としました。

2018年度以降、資金残高は12～18億円で推移しています。

２



３ 経営指標

①経常収支比率 ②累積欠損金比率

給水収益等の収益で維持管理費などの費用をどの程度

賄えているかを示す指標。100％以上であれば黒字。

③流動比率

⑤料金回収率 ⑥給水原価 ⑦施設利用率

３

営業活動により生じた損失で、繰越利益剰余金でも補填

できず、複数年にわたって累積した損失の割合を示す指標。

流動負債に対する流動資産の割合で、短期的な債務に対する

支払い能力を示す指標。100％を下回ると１年以内に現金化

できる資産で１年以内に返済する負債を賄えない状況となる。

④企業債残高対給水収益比率

給水収益に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の

規模を示す指標。つくば市水道事業経営戦略では、この指標

の上限を350％としている。

給水に係る費用がどの程度給水収益で賄われているかを

表す指標。100％を下回ると赤字給水となる。

有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度

進んでいるかを表す指標で、資産の老朽化度合いを示す。

有収水量１㎥当たりについて、どれだけの費用がかかって

いるかを表す指標。

（１）経営の健全性・効率性を示す指標

一日配水能力に対する一日平均配水量の割合で、施設の利用

状況や適性規模を判断する指標。

（２）老朽化の状況を示す指標

⑧有収率

施設の稼働が収益につながっているかを判断する指標。

①有形固定資産減価償却率 ②管路経年化率

法定耐用年数を超えた管路延長の割合を表す指標で、

管路の老朽化度合いを示す。

③管路更新率

当該年度に更新した管路延長の割合を表す指標で、

管路の更新ペースや状況を把握できる指標である。



財政計画の策定

・料金算定期間の決定

・水需要など業務量の見込み

・財政の収支見通し

料金改定案の検討手順（案）

令和４年度に策定した「つくば市水道事業経営

戦略」（以下「経営戦略」とする。）における

投資・財政計画を基本とする。

水需要予測の実施（第４回）

・直近実績を踏まえた水需要予測を行う。

将来の給水収益を試算するために

実施する。

総括原価の算定（第３回、第６回）

・水道事業における総括原価を整理し、

資産維持費の算定を行う。

投資計画の検証（第５回）

・上水道未普及地域解消事業、老朽施設

等の更新事業の検証する。

物価変動や事業の進捗などを考慮し

経営戦略に示している投資計画の検

証を行う。

水道事業を維持していくために必要

な原価を洗い出す。水道事業で使用

している資産を将来継続して維持し

ていくために必要な費用を算定する。

料金体系の設定（第３回、第６回）

・総括原価の料金への配分を実施し、新

料金体系の検討を行う。

総括原価をどのように水道料金で回収

するか検討を行う。

現行の料金体系のどの部分を見直すの

か検討する。

料金表の確定（第７回、第８回）

・収益、原価の予測を基に財政シミュ

レーションを実施。

これまで検討した内容を基にシミュ

レーション（将来予測）を行う。結果

を検証し、必要に応じて繰り返し実施

する。

資料７

料金算定期間において実施



1 

  

 

 

1 策定の趣旨 

 
 

 長期的かつ広域的視点から本県の水道が抱える課題を整理し、人口減少社会においても、安全

で強靭な水道を持続させることを目的とし、本県水道が目指すべき「将来の理想像」と、その

実現のための取組みの方向性を示すために、従来の「茨城県水道整備基本構想 21」を全面改

定し「茨城県水道ビジョン」を策定することとしました。 

 

 

 本ビジョンは、人口減少を踏まえ、

「将来の茨城県水道のあり方」を設

定した「本県水道の基本的な指針」と

なるものです。 

 国の「新水道ビジョン」、改正水道法

が示す「水道の基盤を強化するため

の基本的な方針」、県の施策をとりま

とめた「茨城県総合計画」等との整合

を図っています。 

 

 
 茨城県内全域が対象です。  

 県内を 4 つの圏域として整備を推進し、広域

連携の進捗に伴い順次統合し、将来的には 1

県 1 圏域とすることを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 目標年度は県総合計画との整合を図り、令和

３（2021）年度～令和 32（2050）年度ま

での 30 年間を見据えたうえで、当面の計画

期間を令和 12（2030）年度までの 10 年

間とします。 

 

新水道ビジョン

〈 厚生労働省 〉

H25.3

茨城県水道ビジョン

〈 茨城県 〉R4.2

水道事業ビジョン

〈 市町村等・茨城県企業局 〉

関連

関連

関連

▪課題･目標の共有
▪連携･挑戦･ ICT活用により推進

水道利用者

〈 住民等 〉

公表

SDGｓ
推進

水道の基盤を強化するための基本的な方針

〈 厚生労働省 〉

公表

関連改定

茨城県総合計画

〈 茨城県 〉

茨城県水道整備基本構想21

〈 茨城県 〉H14.3

図 1-１ 茨城県水道ビジョンの位置付け 

茨城県水道ビジョン（概要版） 

図 1-２ 圏域図 

【将来目標】 

1 県 1 圏域 

県北広域圏 

県中央広域圏 

鹿行広域圏 

県南西広域圏 

目 的 

位置付け 

対象地域 

目標年度 

…………………………………………………………………………………………………………………................................................ 

令和 4 年 2 月 

082203394
iryou 
資料８－１
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2 将来目標の設定 

 

 

30 年後を見据えた「茨城県水道の理想像」は次に示すとおりです。 

水道水の安全の確保を「安全」、確実な給水の確保を「強靭」、供給体制の持続性の確保を「持

続」と表現し、これら３つの観点から 30 年後（2050 年）の水道の理想像を具体的に示し、こ

れを関係者間で共有することとします。また、理想像実現の推進要素として、「連携」、「挑戦」、

「ICT 活用」を位置付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念は、県総合計画との整合をとり次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

- 

水道の目指すべき理想像の実現に向け、「安全」、「強靭」、「持続」を具現化する基本方針を示し

ます。また、基本目標は、県の水道の目指すべき方向に向けて、現状評価より取組む必要がある

課題をまとめたものであり、実施すべき具体的な対応策を設定します。 

 
図 2-１ 基本方針・基本目標 

【 基本方針 】 【 基本目標 】

茨
城
県
水
道
の
理
想
像

・経営健全化の推進

・人材の育成、技術力の強化

・運営基盤の強化に関わる

方策の推進

持

続
運営基盤の強化

将来にわたる水道サービスの持続の確保

・水道施設の耐震化の推進

・危機管理対策の強化

・住民との連携の強化

強

靭
危機管理・災害対策

強靭な水道の構築と危機管理の強化

安

全
水道水の安全

安全な水の供給の保証

・水道未普及の解消

・水質管理体制の強化

・貯水槽水道の対策

推進要素 連携 挑戦 ICT活用

基本理念 

 

『 活力があり、県民が日本一幸せな県 』 

～ 新しい安心安全へのチャレンジ ～ 

＜ 安心な暮らしの確保 ＞ 

基本方針・基本目標 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

理想像と推進要素 

 

時代や環境の変化に対して的確に対応しつつ、水質基準に適合した水が、 

必要な量、いつでも、どこでも、誰でも、 

合理的な対価をもって、持続的に受け取ることが可能な水道 

茨城県水道の理想像 

茨城県水道ビジョンの基本理念 
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3 理想像実現への取組みのスケジュール 

 

表 3-1 取組むべき方策のスケジュール 

 

 
 
 
 

基本目標 目標設定

水道未普及の解消
水道普及率
94.7％【H30年度】⇒100％【R32年度】

水
質
管
理
体
制
の
強
化

クリプトスポリジウ
ム等対策

クリプトスポリジウム等対策指針に沿った対応の推進
【定性指標】

水安全計画の策定
水安全計画の策定率
20.9％【R2年度】⇒100％【R12年度】

非公営簡易水道等の
水質管理の強化

非公営簡易水道については、上水道への統合を推進
【定性指標】

小規模水道については、出来る限り、上水道への統合
を推進【定性指標】

鉛製給水管更新の
推進

鉛製給水管の更新を着実に実施【定性指標】

貯水槽水道の対策 受検率の向上及び指摘率の低減を図る。【定性指標】

水道施設の耐震化の推進

浄水場耐震化率
16.5％【H30年度】⇒41％【R12年度】

配水池耐震化率
40.0％【H30年度】⇒70％【R12年度】

基幹管路耐震適合率
42.3％【H30年度】⇒60％【R12年度】

危機管理対策の強化

危機管理マニュアル【共通部（地震）】の策定率
58.1％【H30年度】⇒100％【R12年度】

リエゾン派遣制度の整備【定性指標】

住民との連携の強化 住民とのコミュニケーション体制を強化【定性指標】

経営健全化の推進

資産維持費を適正に計上した料金設定の推進
【定性指標】

収支の見通しの作成・公表の推進【定性指標】

住民とのコミュニケーション体制を強化【定性指標】
（再掲）

人材の育成、技術力の強化

ICTを活用した業務全般の省力化の推進【定性指標】

技術力向上に資する研修への参加を推進【定性指標】

第三者委託をはじめとした官民連携の推進
【定性指標】

運
営
基
盤
の
強
化
に
関
わ
る

方
策
の
推
進

水道事業ビジョンの
策定

水道事業ビジョン策定率
76.8％【R2年度】⇒100％【R12年度】

アセットマネジメン
トの実践

アセットマネジメント（標準型３C以上）の実施率
51.1％【R2年度】⇒100％【R12年度】

耐震化計画の策定

耐震化計画（施設）策定率
41.9％【R２年度】⇒100％【R12年度】

耐震化計画（管路）策定率
55.8％【R2年度】⇒100％【R12年度】

水道施設台帳の整備

水道施設台帳整備率
41.9％【R２年度】⇒100％【R４年度】

水道施設台帳（管路）電子化率
100％【R7年度】

中
間

令
和
7
年

目
標

令
和
12
年

令
和
３
年

以
降
継
続

基
本
方
針

安
全

強
靭

持
続

最も合理的に理想像を実現するための手段として、広域連携が有効 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4 県全体の現状・課題 
  

 

 人口減少に伴い水需要（給水量）も減少 

することで、給水収益（収入）が減少す 

る見込みです。 

１日平均給水量は、令和 32（2050） 

年度には平成 30（2018）年度と比べ、 

▲5.2％ （▲45 千ｍ３/日）減少する 

見込みです。なお、給水収益対象水量 

ベースでは▲4.3％減少となる見込みです。 
 

 

 
 水道施設の老朽化等により更新需要（支出）は大幅に増加する見込みです。 

県企業局と市町村等は、全部で 127 の浄水場を有していますが、これらの浄水場更新費は、

令和 32（2050）年度までの 30 年間で、約 3,760 億円が必要となる見込みです。 

なお、浄水場を単純更新した場合には、給水原価が約 1.3 倍となる試算結果となりました。 
 
 

 
 平成 30（2018）年度の 1 日最大給水量実績は、県

と市町村等が保有する全浄水場能力（整備済）の 7

割程度です。今後の大幅な水需要増加は見込まれない

ことから、浄水場を適正規模にダウンサイジングする

ことが必要です。 

 水道施設の耐震性が低いため、耐震化の推進が必要

となりますが、過大投資を避けるために、特に多額の

費用を要する浄水場の耐震化・更新の実施について

は、十分な検討が必要です。 
 
 
 

 
 市町村等の水道担当職員（臨時職員等含む）は減

少を続けており、単独での事業運営継続に懸念が

あります。10 年前と比べ営業業務（窓口対応や

納入書作成業務等）の民間委託が進み、水道担当

職員は▲14％減少（▲134 人減少）しています。

特に、小規模な事業者においては、必要な技術者

の配置も困難な状況にあります。 
 
 

 
 各市町村等（水道事業者）単独では、市町村の範囲を超えた検討・統廃合等を行うことが困難

であり、県全体としてみた場合、水道施設の全体最適化が図れないことが課題となります。 

 運営基盤に格差があり、特に、小規模な事業者ほど人口減少の影響を受けやすく、財政面、人

材面の両面から、事業運営継続が困難となることが課題となります。 

給水収益の減少 

施設の最適化が必要 

支出の増加 

水道担当職員の減少 

図 4-１ １日平均給水量の推移（推計） 

課題の整理 

図 4-２ 耐震化率（平成 30 年度） 

図 4-３ 市町村等の水道担当職員の推移 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5 県が目指す広域連携について 

 
 

 人口減少社会の到来により水道事業等を取り巻く経営環境の悪化が予測されるなかで、将来に

わたり水道サービスを持続可能なものとするためには、水道施設の効率的運用、経営面でのス

ケールメリットの創出、人材の確保などを可能とする広域連携の推進が重要となります。 

 
 

 各市町村等（水道事業者）は、水道の基盤を強化するために、現状でも、数々の経営努力を行

っているところではありますが、市町村等単独での対応には、自ずと限界があります。 

 このため、抜本的な対策として、県が広域連携の主導となることにより、県全体として水道事

業の最適化を図ることが必要です。 

 県としては、水道事業が抱える課題を解消し、人口減少下において、最も合理的に茨城県水道

の理想像を実現するための手法として、段階的な１県１水道（水道用水供給事業（県企業局）

と県内全ての水道事業（市町村等）の事業統合）を目指すものです。 

 

 
 

広域連携にあたっての基本的な方針（1 県 1 水道） 

県
が
目
指
す
広
域
連
携 

 本県の水道事業の 30 年後（2050 年）の姿を 1 県 1 水道（サービス・料金等の統

一）とします。 

 長期的な需要と供給の均衡をとり、重複投資のない合理的なものとするため、県内全

域をみた広域的視点で、施設の統廃合や再配置を検討します。なお、維持管理や水質

管理体制、災害時への対応についても考慮します。 

 30 年後の姿を見据え、段階的に統合を推進します。（当面 10 年間で取組む事項を整

理します。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-１ 段階的な広域連携のイメージ 

広域連携について 

広域連携による課題解消 

広域連携にあたっての基本的な方針 

事業
統合

経営の一体化

管理の一体化
共同発注等

施設の共同化
浄水場、水質管理センター、

緊急連絡管等

イメージ（概念）を広げた
水道広域化

「管理の一体化」と
「施設の共同化」を

合わせて
『業務の共同化』と

いう

従来までの
水道広域化の

イメージ

将来（30年後）の目標
サービス・料金の統一

当面10年間の目標
地域ごとに経営合理化

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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当面の 10 年間で取組む事項 

取
組
み 

≪広域圏≫ 

 県 北 広 域 圏：水道用水供給事業からの受水が困難な水道事業者について経営手法 

（共同発注等）を検討します。 

 県中央広域圏：水道用水供給事業（県企業局）と水道事業（市町村等）の経営の一体化 

を推進します。 

 鹿 行 広 域 圏：水道用水供給事業（県企業局）と水道事業（市町村等）の経営の一体化 

を推進します。 

 県南西広域圏：水道用水供給事業（県企業局）と水道事業（市町村等）の経営の一体化 

を推進します。 

※事業統合により、水道料金の統一が必要となりますが、広域連携の第一段階として、

水道料金統一を必要としない、経営の一体化の手法で広域連携を推進します。 

≪水道用水供給事業≫ 

 県営水道用水供給事業（県中央広域、鹿行広域、県南西広域）の統合を推進します。 

 市町村等水道事業との経営の一体化を目指しながら、浄水場施設等の再配置を検討し

ます。 

 

その後の 20 年間で取組む事項 

取
組
み 

 経営の一体化をした地域では、料金格差を是正します。 

 県内水道事業の一元化（１県１水道（サービス・料金の統一））を実現します。 
 

 

 

 

 

広域連携（1 県 1 水道）実現にあたっての具体的な取組み 

具
体
的
な
取
組
み 

 協議会等の設置 

「水道事業の将来の姿（1 県 1 水道）」について、各水道事業等に検討していただくた

め、検討の場として、段階的に検討準備会及び広域的連携等推進協議会を設置し、経営

主体、施設の再配置、経営統合の時期等の諸課題を検討します。 

 水道基盤強化計画の策定 

協議会等において、諸課題に関する地域の意見を集約し、その合意結果をもって、水道

基盤強化計画（水道法第５条の３）を策定し、実施計画とします。 

 水道広域化推進プランの策定 

有利な財源の活用を目指すため、また、検討の素案とするため、水道広域化推進プラン

を策定します。 

 
        

図 5-２ 広域連携（1 県 1 水道）実現にあたっての具体的な取組み 

段階的な広域連携の取組み 

具体的な取組み 

ビジョンにより

水道事業の将来の姿を提示

協議会等を設置し、

検討

水道基盤強化計画

を策定



最終確認検討・調整研究・検討

水道事業の広域連携：経営統合（経営の一体化）等に向けた主な流れ（案）

R5.10 水政課水道広域化推進室

R4.2 (将来)
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会 議 録 

会議の名称 令和５年度つくば市上下水道審議会（水道事業 第２回） 

開催日時 令和５年 12 月 15 日 開会 15：00 閉会 17：00 

開催場所 つくば市役所本庁舎２階 会議室 204 

事務局（担当課） 上下水道局水道総務課 

 

出 

席 

者 

委員 

 

 

白川直樹委員（会長）、三宮武委員（副会長） 

平島泰裕委員、小原正彦委員、秋葉忠委員、阿久津裕子委員 

飯塚怜委員、高田佳恵子委員、長塚俊宏委員、浜中勝美委員 

加納誠介委員、竹内秀治委員、野中伸一委員、磯野健寿委員 

事務局 

 

上下水道局長 中泉繁美 

上下水道局次長（兼）水道監視センター所長 渡辺 高則 

水道総務課長 小吹正通、上下水道業務課長 兼平勝司 

水道工務課長 酒井一成 

水道総務課長補佐 石渡浩司、係長 久松和弘 

主任 寺門克弥、主事 畠中優 

欠席者（委員）  

 

公開・非公開の別 ☑公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数 ４名 

非公開の場合はそ

の理由 

 

議題 水道料金について 

 

会議録署名人 白川直樹委員 

三宮武委員 

平島泰裕委員 

確定年月日 令和６年１月 10 日 
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会

議

次

第 

 

１ 開会 

２ 議事 

 (1) 令和５年度つくば市上下水道審議会（水道事業 第１回）における 

質疑・意見等について 

 (2) 水道事業の経営について 

 (3) 水道の料金体系について 

 (4) つくば市の水道料金について 

３ 閉会 

 

１ 開会 

事務局（小吹水道総務課長）：本日は御多忙のところ御参集いただき、誠にあ

りがとうございます。ただいまから令和５年度つくば市上下水道審議会（水

道事業 第２回）を開催いたします。 

これから議事に入りますので、早速ですが、白川会長に議事の進行をお願

いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

白川会長：議事に入る前に、前回の令和５年度つくば市上下水道審議会（下水

道事業 第１回）は長時間にわたって審議しましたが、あれはあくまでも例

外とし、１回の審議会における審議時間の目安は２時間として進行していき

たいと思っています。ただし、それは審議を短くするということではありま

せん。委員の皆様は、これまでどおり御意見等を言っていただければと思い

ます。私が進行に手間取っていたり、あるいは逆に早過ぎたりしている場合

は、遠慮なく御発言いただければと思います。 

それでは、本日の審議会は委員全員に出席していただいており、委員数 15

人の半数である８人以上の出席数に達しておりますので、令和５年度つくば

市上下水道審議会（水道事業 第２回）を開会いたします。 
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本審議会の議事録を作成するために、録音をしております。円滑な議事録

作成のため、発言する際はお名前を告げてから発言していただきますようお

願いいたします。 

次に、本審議会の公開についてです。前回御説明したとおり、「つくば市

附属機関の会議及び懇談会等の公開に関する条例」第３条の規定により原則

公開となっております。本日の議題も、特に非公開とする内容が含まれてい

ないことから、公開で進めてまいります。 

本日、傍聴希望者がいるようでしたら、事務局の方で会議室へ案内してく

ださい。傍聴人の方々は、注意事項を御覧ください。「つくば市附属機関の

会議及び懇談会等の公開に関する条例」により、傍聴者に対して会場からの

退出を求めることがありますので御了承ください。 

続きまして、会議録署名委員の指名を行います。「つくば市上下水道審議

会運営規則」第４条の規定により、会議録署名委員を２名指名します。名簿

順に輪番で指名することになっておりますので、今回は三宮委員と平島委員

を指名します。次回以降も名簿順に輪番で指名しますので、よろしくお願い

します。 

議事録につきましては、会議の終了後遅延なく作成し、委員の署名後、ホ

ームページに公表いたします。 

それでは、議事に入ります。本日の議事は、次第のとおり４つあります。

まず、「(1) 令和５年度つくば市上下水道審議会（水道事業 第１回）にお

ける質疑・意見等」について、事務局から説明をお願いします。 

事務局（石渡水道総務課長補佐）：水道総務課課長補佐の石渡と申します。本

日もよろしくお願いいたします。 

それでは、資料１を御覧ください。資料１は、令和５年度つくば市上下水

道審議会（水道事業 第１回）で、委員の皆様から出た意見や質疑及びそれ

に対する事務局の回答をまとめた資料になっております。「質疑・意見等」
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欄に記載している資料番号は、前回の審議会の資料番号です。 

「事務局回答」欄のうち、赤字にしている部分はこの資料で回答させてい

ただく内容となっております。本日は、この赤字部分の回答について御説明

します。 

１ページを御覧ください。「定例会におけるつくば市議会議員からの質問

に対するつくば市の回答内容は、ホームページ等でも確認できるか。」とい

う質問に対する回答です。前回の審議会で、「確認できます。」とお答えし

ましたが、具体的には、つくば市ホームページの「つくば市議会 議会中継

・会議録検索システム」から会議録を確認することが可能です。 

次に、「将来の地下水の活用についてはどのように考えているか。」とい

う質問に対する回答です。前回の審議会では、「現在、つくば市は受水 100

％であり、地下水は利用していません。」と回答しましたが、地下水を利用

する場合のコスト等につきましては、改めて分析を行い、今後の審議会で御

説明できればと考えております。 

２ページを御覧ください。「値上げを前提とした審議のみではなく、コス

ト削減等についても審議するか。」という質問に対する回答です。前回の審

議会で会長からも説明がありましたが、適正な水道料金を検討することが目

的の審議会となりますので、値上げありきではなく、コスト削減についても

御意見をいただければと思っております。 

「全部を地下水に依存するという極端な例や、コストを下げる努力に関す

る議論についてもエビデンスを残した方がよい。また、極端な例にした場合

のデメリットについてもしっかり説明した方がよい。」という意見に対する

回答です。事務局としましても、可能な限り必要な調査を行い、根拠やメリ

ット・デメリットを整理しながら、審議を進めていきたいと考えております。 

 ３ページを御覧ください。「市の財政が水道料金に与える影響がどの程度

あるのかについても検討した上で料金の妥当性について審議した方がよいの
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ではないか。」という意見に対する回答です。「水道事業は、運営に必要な

経費を水道料金収入で賄う「独立採算制」が原則となっていますので、基本

的には市の財政には依存せず、独立をしています。ただし、毎年度総務省か

ら通知される「地方公営企業繰出基準」に基づき、料金収入で賄うことが適

当ない経費については、一般会計（税金）で負担しています。」と回答いた

しました。独立採算制については、２つ目の議事で詳しく説明いたします。 

最後に、「つくば市水道事業経営戦略策定時に審議した内容（資金残高 30

億円確保等）が正しいという前提で今後審議を進めるのか、それとも全体像

を見て、前提条件が確からしいということを念頭に入れて審議を進めるの

か。」という質問に対する回答です。「基本的には、つくば市水道事業経営

戦略策定時の審議内容を前提として、料金改定に関する審議を進めていきた

いと考えています。しかし、つくば市水道事業経営戦略で定めた条件等につ

いては、財政シミュレーションを行う前に改めて妥当性について検討する予

定です。」と回答いたしました。基本的には、つくば市水道事業経営戦略で

示した「投資・財政計画」に基づいて、料金改定に関する審議を進めていき

たいと考えております。ただし、前回の審議会で今後の予定を御説明しまし

たが、財政シミュレーションは、様々な条件を設定し、複数回実施していく

ことになると思われます。複数回シミュレーションを行い、結果を検証し、

審議を行った上で、条件等についても見直しが必要であるという結論になっ

た場合には、つくば市水道事業経営戦略で示す条件等の見直しを行う可能性

もあると考えております。事務局からの説明は以上です。 

白川会長：ありがとうございます。今の説明について、御質問や御意見はあり

ますでしょうか。議事が進んだ後に発言していただいても結構です。 

現時点ではないようですので、次の議事に移りたいと思います。「(2) 水

道事業の経営」について、事務局から説明をお願いします。 

事務局（石渡課長補佐）：資料２を御覧ください。水道は、市民生活にとって
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必要不可欠なインフラですが、水道事業の多くは、地方公営企業という企業

でもあることから、経営について独特の考え方があります。２つ目の議事で

は、「水道事業の経営」について御説明します。 

まず、「１ 水道事業の特色」について御説明します。水道事業は、経営

の基本原則として、「公共性」と「経済性」という二面性を持っています。

公益事業の一種であるものの、住民が生活する上で必要なインフラであると

いう「公共性」を担う一方で、水道事業は地方公営企業という、市町村が住

民の福祉増進を目的として独立採算制で経営する企業でもあるため、「経済

性」も求められます。独立採算制については、この後御説明いたします。 

 次に、「２ 経営の基本原則」について御説明します。経営の基本原則

は、「水道法」及び「地方公営企業法」に規定されています。具体的には、

「清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境

の改善とに寄与すること（水道法第１条）」を目的とし、「常に企業の経済

性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように

運営されなければならない（地方公営企業法第３条）」と規定されており、

「清浄」「豊富」「低廉」は、水道の３原則とされています。「常に企業の

経済性を発揮する」とも規定されており、重要なインフラでありながら経済

性も発揮しなければならないため、安定した経営が求められていることが分

かります。適正な損益計算を図り、能率的かつ合理的な経営を行うため、会

計処理についても、民間企業が導入している複式簿記を使用した企業会計方

式を採用しております。能率的かつ合理的な経営を行うことにより、最小の

コストで最良のサービスを提供することを目標としており、これが公共の福

祉の増進につながっていくことになります。 

次に、「３ 独立採算制」について御説明します。まず、「(1) 独立採算

制の原則」についてです。こちらは、「地方公営企業法第 17 条の２第２項」

に規定されています。「地方公営企業の特別会計においては、その経費は、
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前項の規定により地方公共団体の一般会計又は他の特別会計において負担す

るものを除き、当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てなければな

らない。」と規定されています。水道事業を行う上で必要な経費は、原則、

水道料金の収入をもって賄わなければならないという原則が「独立採算制の

原則」です。今回の審議会では、この独立採算制の原則に基づき、必要な費

用や適正な料金はどのくらいかについて御審議いただければと考えていま

す。 

この条文の中に「地方公共団体の一般会計又は他の特別会計において負担

するものを除き」という規定があります。この規定については、「(2) 経費

の負担の原則」を御覧ください。水道事業が負担している経費の中には、性

質上一般会計等が負担すべきと考えられる経費もあります。一般会計等が負

担すべき経費の種類として、「行政経費」と「不採算経費」があります。こ

の２つの経費に当たる部分については、一般会計等が負担することになって

います。 

まず、「行政経費」は、「地方公営企業法第 17 条の２第１項第１号」にお

いて、「その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てること

が適当でない経費」と定められています。行政経費に該当する経費について

は、地方公営企業法に規定されており、具体的な例として消火栓に係る経費

が挙げられます。水道管を布設する際は、消防を目的として消火栓も設置す

ることが義務付けられております。この消火栓の設置は水道事業で行ってい

ますが、消防を目的として設置しておりますので、消火栓の設置費用につい

ては、水道料金の収入で賄うのではなく、一般会計で負担すべき経費と定め

られています。 

次に、「不採算経費」は、「地方公営企業法第 17 条の２第１項第２号」に

おいて、「当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行つてもなおその経営

に伴う収入のみをもつて充てることが客観的に困難であると認められる経
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費」と定められています。「不採算経費」の具体例は、「地方公営企業法施

行令」に規定されており、病院事業のへき地に病院を開設するための経費等

が該当します。水道事業においては、「不採算経費」に該当する経費はあり

ません。水道事業が一般会計等から繰り入れる経費の支出根拠は、「地方公

営企業法第 17 条の３（補助）」、「第 18 条（出資）」、「第 18 条の２（長

期貸付け）」となります。運用上の基準として、総務省が「地方公営企業繰

出金について」という通知を発出し、「繰出基準」を定めています。この「繰

出基準」は、地方公営企業の経営健全化や経営基盤の強化を目的とし、一般

会計から地方公営企業に繰り出すことができる「行政経費」や「不採算経費」

と性質が近い経費の基準を定めたものです。「繰出基準」で定められている

経費の具体例として、水道事業の職員に支払われる児童手当に係る経費があ

りあります。児童手当については、国の施策であるため、水道料金の収入で

はなく、一般会計（税金）で賄うものとする基準になっています。「繰出基

準」で定められている経費以外の経費についても、一般会計の担当部署と調

整の上、繰り出すことは可能となっていますが、独立採算制の観点から、一

般会計からの安易な繰り入れは、地方公営企業の経営の自主性を損なう恐れ

があるので、慎重に行う必要があるとされています。説明は以上です。 

白川会長：ありがとうございました。ただいまの説明について、御質問や御意

見はありますでしょうか。水道事業の経営、特に一般会計との関連について

御説明いただきました。基本的には独立して経営を行うのが原則であるとい

うお話だったかと思います。 

資料１及び資料２の御説明についてはよろしいでしょうか。御質問等がな

いようですので、先に進みたいと思います。 

続いて「(3) 水道の料金体系」について、事務局から説明をお願いします。 

事務局（石渡課長補佐）：資料３を御覧ください。ここでは、水道の料金体系

について説明します。水道料金について審議する際は、様々な専門用語も出
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てきますので、用語の説明も行いながら、水道の料金体系について全体像を

説明したいと思います。 

「１ 水道の料金体系の概要」を御覧ください。青い四角で囲まれた図が

全体像になります。水道の料金体系は、大きく「一部料金制」と「二部料金

制」に区分されます。「二部料金制」は、「基本料金」と「従量料金」から

構成されます。「基本料金」と「従量料金」にはそれぞれ「用途別」と「口

径別」という区分があります。「従量料金」については、さらに「単一」「逓

増型」「逓減型」「逓増低減型」という区分があります。すべての水道事業

が、この区分の中から料金体系を設定しています。それでは、各区分につい

て説明していきます。 

「２ 一部料金制と二部料金制」を御覧ください。まず、「二部料金制」

から御説明します。「二部料金制」は、「基本料金」と「従量料金」で構成

されています。「基本料金」とは、使用水量の有無にかかわらず、水道メー

タ口径や用途に応じて水道使用者に負担してもらう料金のことをいいます。

水を使用してもしなくても、一定にかかる料金です。それに対して、「従量

料金」とは、使用水量に応じて水道使用者に負担してもらう料金のことをい

います。こちらは水を使えば使うほど料金がどんどん上がっていきます。 

「一部料金制」は、「定額料金制」又は「従量料金制」となります。現在、

「一部料金制」を採用している団体はないと思われます。 

続いて、「基本料金」と「従量料金」の構成比によるメリット・デメリッ

トを御説明します。 

料金体系の構成比が、「基本料金＞従量料金」の場合のメリットとして、

使用水量の増減に収入が影響されないため、企業経営を安定的に行いやすく

なることが挙げられます。基本料金の割合が高いと、水の使用量に左右され

ず、常に安定した料金が入ってきますので、企業経営上は非常に安定します。

反対に、デメリットとして、少量利用者の負担が大きくなることが挙げられ
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ます。基本料金というのは、使用水量にかかわらず一定の料金を徴収します

ので、水をあまり使用しない方にとっては負担が大きくなります。 

料金体系の構成比が「基本料金＜従量料金」の場合のメリットとして、少

量利用者の負担が緩和されることが挙げられます。従量料金は、水を使用し

なければ料金が発生しませんので、少量利用者の負担は緩和されます。反対

にデメリットとして、使用水量の減少が料金収入の減少を招き、料金の値上

げに直結することが挙げられます。 

公益社団法人日本水道協会が発行している「水道料金改定業務の手引き」

においては、今後は、利用者への影響が小さい範囲で徐々に基本料金で費用

を回収するような体系に変更していくことが重要であると指摘されていま

す。 

２ページの「３ 口径別料金体系と用途別料金体系」を御覧ください。 

「口径別料金体系」とは、水道メータの口径によって料金を設定する料金

体系です。一般的には、口径が大きいほど料金も高く設定されています。 

「用途別料金体系」とは、水道の用途別に料金を設定する料金体系です。

用途別とは、一般家庭の場合は「生活用」、営業用の場合は「業務用」とい

ったように、どのような目的で水を使用するのかによって分けられます。 

次に「４ 従量料金制」について御説明します。「従量料金」は、「口径

別」と「用途別」に分けられ、さらに単価設定の性質別に「単一」「逓増型」

「逓減型」「逓増逓減型」の４つに区分されます。「従量料金」とは、使用

水量に応じて水道使用者に負担してもらう料金ですので、使用水量１㎥当た

りの単価を定める必要があります。 

まず「単一」というのは、使用水量にかかわらず同一の単価を設定するも

のです。使用水量によって単価が変わることはありません。それに対して、

「逓増型」は、使用水量の増加に伴い単価も上昇していきます。使用水量が

増加するほど１㎥当たりの単価も増えますので、大口事業者にとっては負担
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が大きくなる料金体系です。反対に「逓減型」は、使用水量の増加に伴い単

価が減少していきます。使用水量が増加するほど単価が減少しますので、大

口事業者にとっては負担が軽減される料金体系です。最後の「逓増逓減型」

は、ある一定の使用水量までは使用水量の増加に伴い単価が上昇するものの、

一定の使用水量を超えると単価が減少する料金体系です。 

「基本料金＜従量料金」の構成比で、かつ「逓増型」の料金体系は、需要

減少以上の速さで水道料金の収入減を招く恐れがあります。「逓増型」の料

金体系の場合、使用水量が増加するほど単価も上昇するため、水道料金の収

入も増加しますが、逆にいえば、節水等により使用水量が減少すると使用水

量の減少以上に水道料金の収入が減少してしまう恐れがあります。 

次に「５ 基本水量制」について御説明します。「基本水量制」とは、「一

定の水量の範囲内での使用に対して従量料金を賦課せず、定額の基本料金の

みの負担とする料金設定の方法をいいます。」と記載してあります。つくば

市の水道料金表を参照して説明しますので、併せて資料５を御覧ください。

資料５は、つくば市の水道料金表（２か月当たり）です。つくば市の水道料

金表については、別途御説明します。料金表の左側に「基本料金」、右側に

「従量料金」が記載されています。「基本水量」は、13mm、20mm、25mm の３

つの水道メータ口径の「基本料金」に対して設定されています。「20 ㎥まで」

が「基本水量」となります。例えば、13mm の水道メータを使用している方の

２か月の使用水量が 20㎥だった場合は、基本料金 2,640円のみを徴収します。

使用水量が 20㎥以内であれば水を何㎥使用したとしても一律 2,640円徴収す

るという制度です。「基本水量制」を採用している団体はいくつかあります

が、そもそもなぜこの制度があるのかについて御説明します。資料３を御覧

ください。２ページの１番下に基本水量制は、「主に一般家庭において公衆

衛生上の観点から、生活用水としての水使用を促す目的で設定されるもので

す。」とあります。この基本水量制は、水を使用してもしなくても一定の水
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量までは一律の料金を徴収しますよ、ということなので、反対に使用するほ

ど得をするという考え方もできます。衛生上好ましくなかった時代に、どん

どん水を使用して、衛生を保つことを目的として「基本水量制」が定められ

たようです。ただ、近年の状況として、日本の発展とともに公衆衛生も大分

改善されてきていますので、「基本水量制」が定められた際の目的は徐々に

失われているのではないかといった意見もあります。「基本水量制」の説明

は以上になります。 

３ページを御覧ください。参考としまして、「口径別料金体系と用途別料

金体系の事業体数の推移」を示しています。先ほど御説明した、「口径別」

と「用途別」、どちらの料金体系を採用しているかについて割合を示してい

ます。「口径別料金体系」を採用している事業体の割合が多くなっています。

平成 30 年から令和４年まで５年間で傾向を見てみると、「口径別料金体系」

を採用している事業体が増加し、反対に「用途別料金体系」を採用している

事業体が減少しています。「用途別料金体系」から「口径別料金体系」に切

り換えている団体がいくつかあるようです。切り換えた団体のホームページ

等を閲覧してみると、「口径別料金体系」は、水道の口径によって料金が決

まっているため客観的に料金を把握しやすいという特徴があるのに対し、「用

途別料金体系」は、水道使用者がどのような目的で水を使用するかによって

料金が決まってきますので、例えば生活用として使用していたものを業務用

に変更した場合等に、用途変更を把握するのが難しいため切り換えたことが

分かりました。 

また、もうひとつ参考としまして、「水道料金体系分類別事業体数」を示

しました。こちらはこれまで御説明した料金体系、基本水量の有無や従量料

金の性質について分類し、どの料金体系を採用しているのかを、調査した結

果となっております。令和４年４月１日現在で、最も割合が多い料金体系は、

比率が 34.5％である、「口径別」の「基本水量付基本料金」となっています。
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赤い四角で囲んだ料金体系は、つくば市が該当する料金体系であり、「口径

別」の「基本水量付基本料金」の「段階別逓増料金」です。つくば市の料金

体系についてはこの後御説明します。説明は以上です。 

白川会長：ありがとうございました。つくば市の水道料金に関する説明に少し

入りかけたところでしょうか。水道料金体系についての御説明でしたが、今

の御説明について御質問や御意見等はありますでしょうか。平島委員お願い

します。 

平島委員：御説明ありがとうございました。資料３の１ページ目の赤い四角で

囲んでいる部分で、今後はどちらかというと基本料金で費用を回収するよう

な料金体系に変更していくことが重要であると指摘されているというお話を

いただいたと思います。これはどのような趣旨なのか、理由が分かればお聞

きしたいです。２ページ目の「５ 基本水量制」の部分で、公衆衛生も向上

してきたので、基本水量、基本料金の役割が失われつつあるという話もあっ

たかと思います。 

事務局（石渡課長補佐）：まず、つくば市は該当しないのですが、全国的な傾

向として人口が減少し、有収水量がどんどん減少していますので、従量料金

にシフトすると料金を上げたにもかかわらず、それに見合う料金を回収でき

ない可能性がありますので、基本料金にシフトした方がよいのではないかと

いう指摘があります。 

また、次回の審議会で水道事業ではどういった費用がかかっているかにつ

いて改めて御説明する予定なのですが、水道事業でかかっている費用は、使

用水量にかかわらず一律にかかる固定費に相当する部分と、使用水量によっ

て変動する変動費に相当する部分に分かれています。これを分析していくと、

変動費と比べて固定費の方が多い状況にあるので、固定費部分を水道料金で

回収するには、基本料金にシフトしていかないと経営的に厳しい状況になる

可能性があります。ただ、この点については、負担感等もありますので、こ
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の後水道事業でどれだけ経費がかかるのか、水道料金をどのように設定して

経費を回収していくのか、といった審議も当然必要になってきます。そうい

った審議を行う際は改めてデータ等を示しながら、審議・検討をお願いでき

ればと思っております。 

白川会長：ありがとうございました。他にもありますでしょうか。今回の審議

会では、料金の改定等について審議しますので、料金体系を現状から変える

という選択肢も出てくるかと思います。加納委員お願いします。 

加納委員：御説明ありがとうございました。「口径別」というのは、公共道路

の下に通っている水道管から自分の家や事業所などに引き込む際の口径によ

って変わるということかと思いますが、線引きはどのようにされているので

しょうか。 

事務局（小吹課長）：引込みではなく、水道メータの口径によって分類されて

います。 

加納委員：例えば、この先あまり水道を使用しない予定なので口径を小さくし

たり、使用量が増えそうなので口径を大きくしたりするのは自由にできるも

のなのでしょうか。 

事務局（渡辺上下水道局次長）：水道の本管が道路に入っていまして、水道の

引込みは個人で行います。宅地内に設置する水道メータの口径で料金をいた

だいています。水量がこれまで以上に必要になるため、口径を大きくする場

合は引込みからやり直していただいたり、口径を小さくしたい場合は、引込

みの口径を小さくする必要はありませんが、水道メータの口径を小さくして

いただいたりします。 

加納委員：水道メータの口径を変更するとお支払いする料金も変更になるので

すね。 

事務局（渡辺次長）：あくまで水道メータの口径によって料金を算定していま

す。 
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加納委員：実際に引かれている管路ではなく、水道メータの口径によって変わ

るということですね。分かりました。基本的にはガスや電気と同じように考

えていけばよいということでしょうか。 

事務局（渡辺次長）：はい。電気であればアンペア等があるかと思います。 

加納委員：それに相当するものが口径になるのですね。分かりました。ありが

とうございます。 

白川会長：ありがとうございます。料金を変える際は口径ごとに考えていきま

すので、またその際にも御質問や御意見等をいただければと思います。他に

何かありますでしょうか。ないようですので、次に進みます。次はつくば市

の具体的な現状等が出てくる議事です。それでは、「(4) つくば市の水道料

金」について事務局から説明をお願いします。 

事務局（石渡課長補佐）：今回の説明では、資料４～７を使用します。まずは、

資料４及び資料５を使用して「つくば市水道料金の概要」について御説明し

ます。先ほど、資料３を使用して料金体系の全体的な御説明をしましたが、

つくば市が具体的にどの区分を採用しているのかについてまとめたものが資

料４になります。資料５は、先ほどもお話したとおりつくば市の水道料金表

です。資料４と資料５を見比べながら聞いていただけるとよいかと思います。 

 まず、資料４を御覧ください。先ほど「一部料金制」と「二部料金制」に

ついて御説明しましたが、つくば市は「二部料金制」を採用しています。資

料５の料金表を見ますと、「基本料金」と「従量料金」に分かれています。

また、「基本料金」は、「口径別料金体系」を採用しています。資料５の料

金表を見ますと、左側に口径が記載されています。13mm から 200mm までの口

径ごとに基本料金が設定されています。次に、「従量料金」は「逓増型料金

制」を採用しています。資料５の料金表の「従量料金」を御覧ください。「従

量料金」１㎥当たりの単価が記載されています。第１段階から第５段階まで

の段階別になっています。第１段階は 40 ㎥まで、第２段階は 41 ㎥から 80 ㎥



 

16 

 

までとなっており、使用水量が増加するほど段階も上がっていきます。それ

ぞれ単価が記載されていますが、第１段階（１㎥～40 ㎥）は、154 円である

のに対し、第２段階（41 ㎥～80 ㎥）は、198 円、第３段階（81 ㎥～200 ㎥）

は 242 円、第４段階（201 ㎥～1,000 ㎥）は 286 円、第５段階（1,001 ㎥～）

は 330 円となっており、使用水量が増加し段階が上がれば上がるほど、単価

も上がっていきます。これを「逓増型料金制」と呼んでおり、つくば市はこ

の「逓増型料金制」を採用しております。資料４の上から４番目の黒丸を御

覧ください。「基本水量が設定されています。」とあります。先ほど御説明

したとおりですが、口径 13mm、20mm、25mm の場合は、基本水量が設定されて

おり、使用水量 20 ㎥までは、使用水量にかかわらず定額の料金がかかるよう

になっています。資料４のグラフを御覧ください。「つくば市の使用水量別

水道料金（口径 20mm の場合）」とあります。こちらは、口径 20mm の場合の、

２ヶ月当たりの使用水量と水道料金の関連性について表したグラフになりま

す。具体的に説明していきます。口径 20mm ですので、使用水量が 20 ㎥まで

は、基本水量の範囲内になりますので、基本料金である 3,300 円が一律にか

かります。使用水量が 20 ㎥を超えると従量料金も発生しますので、使用水量

が 21 ㎥から 40 ㎥の場合は１㎥当たり 154 円の従量料金が発生します。使用

水量が 41㎥から 80㎥までになると１㎥当たりの単価が 198円に上がります。

81 ㎥から 200 ㎥までの１㎥当たりの単価は 242 円になります。グラフの下に

記載しましたが、つくば市では検針を２か月に１回行っておりますので、こ

こで示した使用水量は、２か月の水量となっております。また、実際に料金

を徴収する際は、水道料金と下水道使用料を合算した料金を請求しています。

料金表の表示方法は団体によって異なりますので、比較しづらいのですが、

つくば市は、２か月当たりの単価を表示しております。 

次に、資料６を御覧ください。資料６では、つくば市の水道栓数、使用水

量、料金収入を「口径別」と「用途別」に集計し、それぞれどのような傾向
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があるのかについてまとめました。 

１ページを御覧ください。まず、「１ 口径別の使用水量及び料金」につ

いて御説明します。こちらは口径別に集計したデータとなっております。「(1) 

口径別の栓数」の割合は、13mm が約 22％、20mm が約 75％、25mm が約２％と

なっており、栓数だけを見ると、25mm 以下の口径で 99％以上を占めているこ

とが分かります。次に「(2) 口径別の使用水量」の割合を見ますと、若干割

合が変わってきます。13mm が約 11％、20mm が約 62％、25mm が約４％となっ

ており、25mm 以下の口径の割合が、約 77％を占めています。使用水量で見る

と、30mm 以上の大口径の割合が約 23％まで増加します。「(3) 口径別の料金

収入」につきましては、13mm が約 10％、20mm が約 51％、25mm が約５％であ

り、料金収入で見ると、25mm 以下の割合が約 66％を占めています。30mm 以

上の大口径の割合は約 34％となっています。 

２ページを御覧ください。「２ 用途別の使用水量及び料金について」で

す。つくば市は、「口径別料金体系」を採用しているので、「用途別」での

料金徴収は行っていませんが、データとして「用途別」についてもお示しし

たいと思います。なお、用途の区分については、円グラフの右側にある表を

御覧ください。大きく分けて、緑色で示した「業務用」と、青色で示した「生

活用」の２つに区分されます。さらに「業務用」は、「独立行政法人等」「地

方公共団体等」「営業用」「仮設」の４つ、「生活用」は、「公務員宿舎」

「民間アパート」「一般家庭」「公的住宅」の４つに区分しています。それ

では、傾向について御説明します。「(1) 用途別の栓数」の割合を見ますと、

青色の「生活用」が全体の約 95％を占めており、栓数だけを見ると圧倒的に

「生活用」が多くなっています。次に「(2) 用途別の使用水量」の割合を見

ますと、「生活用」の割合が約 73％であるのに対し、「業務用」の割合は約

27％となっています。「(3) 用途別の料金収入」の割合を見ますと、「生活

用が約 61％であるのに対し、「業務用」は約 39％という割合になっておりま
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す。料金収入を細かく見てみると、「生活用」の「一般家庭」が約 32％と最

も多く、続いて「民間アパート」が約 27％、「業務用」の「営業用」が約 20

％を占めている状況となっています。 

３ページの「３ 口径ごとの用途分布について」の「(1) 栓数」を御覧く

ださい。こちらは口径ごとの栓数の用途分布割合を集計したものになります。

円グラフが複数並んでいますが、この円グラフは口径ごとに作成しています。

「生活用」は青系統の色、「業務用」は緑系統の色で示しています。13mm、

20mm については、ほとんど青色になっていますので、「生活用」の用途が多

くを占めているのに対し、25mm や 30mm では、徐々に緑色の割合が増えきて

いますので、「業務用」の割合が増えていることが分かります。50mm 以上の

大口径になってくると、「業務用」がほとんどの割合を占めています。 

４ページの「(2) 使用水量」を御覧ください。口径ごとの使用水量の用途

分布割合を示したものになります。先ほどの栓数と同じような状況です。13mm

や 20mm では、「生活用」の割合が多くを占めているのに対し、25mm 以降の

口径になると徐々に「業務用」の割合が増えてきます。 

５ページの「(3) 料金収入」を御覧ください。こちらも栓数や、使用水量

と同じような傾向になっています。13mm や 20mm については、「生活用」の

割合が多く、特に 13mm については「生活用」の中でも、濃い青色が約 58％

を占めています。この濃い青色は、「民間アパート」を示していますが、20mm

では「一般家庭」を示す薄い青色の割合が約 53％となっています。現在つく

ば市は「口径別料金体系」を採用しておりますので、今後水道料金を検討し

ていくに当たって、この口径の使用者にどのくらい負担してもらうかといっ

た話にもなるかと思います。どの口径の料金を上げると、どの用途の使用者

に影響してくるのか、等も検討材料となってきます。20mm の料金を上げた場

合、「一般家庭」の比率が多いので「一般家庭」に大きく影響してくるとい

った点についても考える必要があります。 
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６ページの「４ 供給単価と給水原価について」を御覧ください。まず、

供給単価について御説明します。供給単価とは、料金徴収の対象となった水

量である有収水量１㎥当たりについて、どれだけの収益を得ているかを表す

単価です。供給単価は、給水収益を年間総有収水量で除して算出します。料

金収入の合計だけを見ますと、水量の大小によって金額が大きく変動してし

まいますので、料金の分析を行う際にはこの供給単価を使用して比較検討を

行うことが重要になってきます。「※過去５年間の供給単価の推移」を見て

いただくと、つくば市は平成 30 年から令和４年まで、毎年 200 円を少し超え

る値となっており、ほぼ横ばいの状態で推移しています。「※令和４年度 口

径別及び用途別の供給単価」では、供給単価を口径別と用途別に分けて集計

しました。左側の口径別の供給単価を見ますと、13mm は約 178 円、20mm は約

167 円となっており、全体の平均である 200 円を下回っています。それに対

して、口径が 25mm 以上になると供給単価がどんどん上がっていきます。右側

の用途別の供給単価は、業務用と生活用に分けて示しています。業務用の供

給単価は、平均で約 291.94 円、生活用の供給単価は、平均すると約 167.83

円となっており、生活用の供給単価よりも業務用の供給単価の方が大きい値

になっています。 

次に、「(2) 給水原価とは」について御説明します。給水原価とは、有収

水量１㎥当たりについて、どれだけの費用がかかっているのかを表すもので

す。給水原価は、経常費用から雑収入を差し引いた値を年間総有収水量で除

して算出します。給水原価については、前回の審議会の際にも傾向を御説明

しました。過去５年間の推移を見ますと、平成 30 年から令和３年までは減少

傾向にありましたが、令和４年度の値は 192.45 円となっており、若干上昇し

ております。前回の審議会でも御説明したとおり、物価高騰による影響が大

きな要因となって給水原価が上昇したと思われます。 

７ページの「(3) 供給単価と給水原価の比較」を御覧ください。供給単価
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（収益）から給水原価（費用）を差し引くと、有収水量１㎥当たりの利益を

算出することができます。この利益の過去５年間の推移を見ますと、平成 30

年から令和３年までは上昇傾向にありましたが、令和４年度は、先ほどお話

したとおり給水原価が上昇したため、利益が減少しています。利益を口径別

と用途別に分けてそれぞれ比較した結果がその下の表とグラフになります。

まず、口径別の供給単価と給水原価の比較を見ますと、口径 13mm や 20mm に

つきましては、給水原価が供給単価を上回っており、いわゆる赤字の状況に

なっています。それに対して、口径 25mm 以上については、供給単価が給水原

価を上回っておりますので、一定の利益が出ていることが分かります。用途

別の供給単価と給水原価の比較を見ますと、業務用の供給単価は平均で

291.94 円であるのに対し、給水原価は平均で約 192.45 円となっており、99.49

円の利益が出ています。生活用の供給単価は平均で約 167.83 円であるのに対

し、給水原価は約 192.45 円となっており、約 24.62 円の赤字となっています。 

資料７を御覧ください。つくば市と他団体の水道料金を比較した上で、つ

くば市の水準について御説明します。 

１ページの「１ 茨城県内の水道料金」を御覧ください。こちらのグラフ

は、茨城県の水政課がホームページでも公開している「茨城県の水道 令和

３年度」から抜粋したものになります。ここでは、口径 13mm と口径 20mm で

月 20 ㎥水を使用した場合の水道料金について御説明します。どちらの口径の

場合も、県内の団体と比較すると、つくば市の水道料金は３番目低い水準と

なっています。グラフの中に記載されている平均値とつくば市の水道料金を

比較すると、口径 13mm の場合は県平均が 4,034.74 円であるのに対し、つく

ば市は 2,860 円となっており、約 1,175 円少ない状況です。口径 20mm の場合

は県平均が 4,254.56 円であるのに対し、つくば市は 3,190 円ですので、約

1,065 円少ない状況です。 

２ページの「２ 類似団体の水道料金との比較」を御覧ください。まず、
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類似団体をどのように設定したかについて御説明します。類似団体の設定は、

全部で３パターンとしています。まず、「県内類似団体」は、つくば市も含

めて５団体としています。「県内類似団体」の条件は、「茨城県内において

現在給水人口が「15 万人以上 30 万人未満」の末端給水事業」です。 

「旧県南広域水道用水供給事業から受水している団体」は、つくば市も含

めて８団体としています。「旧県南広域水道用水供給事業から受水している

団体」の条件は、旧県南地区であり、かつ茨城県から受水している団体です。 

「事業規模等が類似している団体」はつくば市も含めて 10 団体としていま

す。全国で「給水人口が「15 万人以上 30 万人未満」で主要水源が「受水」

である団体としました。 

比較結果を２ページの表に示しています。「料金区分」については、口径

別と用途別のそれぞれを採用している団体があります。「基本水量」につい

ても、採用している団体もあれば、基本水量を「無」としている団体もあり

ました。「従量料金体系」については、「逓増型」が多くを占めている状況

です。「１か月当たりの料金」については、一般的な世帯の平均で分析する

ため、「口径 20mm で 20 ㎥使用」した場合と比較的大口径である「口径 40mm

で 150 ㎥使用」した場合の２パターンの料金について計算し、水道料金の水

準を比較しました。 

３ページの「１か月当たりの水道料金の比較」を御覧ください。比較結果

をグラフにまとめました。「県内類似団体」である５団体で比較すると、口

径 20mm では、日立市に次いで２番目に低い水準となっているのに対し、口径

40mm では、２番目に高い水準となっています。「旧県南広域水道用水供給事

業から受水している団体」である８団体で比較すると、口径 20mm では最も料

金が低い水準であるのに対し、口径 40mm では上から４番目に高い水準となっ

ています。「事業規模等が類似している団体」である 10 団体で比較すると、

口径 20mm では最も料金が低く、口径 40mm では３番目に低い水準となってい
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ました。 

４ページの「３ 類似団体の経営指標との比較」を御覧ください。つくば

市の経営指標については、前回の審議会の際に御説明しましたが、今回は経

営指標を全国の類似団体と比較してみました。経営指標の値は、令和３年度

の値になっています。全部で 10 個の経営指標を示していますが、ここでは、

経営状況を把握する上で特に重要な５つの指標である、「流動比率」「企業

債残高対給水収益比率」「料金回収率」「給水原価」「管路更新率」につい

て比較を行いました。 

この５つの経営指標の比較結果について御説明しますので、５ページを御

覧ください。 

「流動比率」は、流動資産を流動負債で除して算出する指標で、100％を超

えていれば、短期的な負債を資産で賄うことができることを意味します。比

率が高いほど支払能力が高く、経営的にも安全であると考えられます。「流

動比率」を比較すると、どの団体も 100％を超えていますが、つくば市は

138.85％で、他の類似団体と比較すると最も低い水準になっています。 

「企業債残高対給水収益比率」の類似団体の平均を算出すると約 250％と

なっており、つくば市は 262.14％ですので、平均並みといえます。しかし、

今後は企業債残高が増加する見込みですので、この比率も今後増加する見込

みです。 

「料金回収率」は、先ほど御説明した供給単価を給水原価で除した値にな

ります。「料金回収率」が 100％を下回ると、赤字給水となり、水量が増加

するほど赤字も増加する状況になってしまいます。グラフの中の赤線が 100

％のラインですが、100％を下回っている団体もいくつかあります。つくば市

は 108.89％であり、100％を超えていますが、物価上昇の影響が今後も続く

可能性がありますので、今後も給水原価が増加してしまうと「料金回収率」

が減少する可能性があります。 
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６ページを御覧ください。つくば市の「給水原価」は 184 円ですが、他の

類似団体の値を見ると、安い団体は 160 円、高い団体は 260 円となっており、

かなり幅があります。つくば市は比較的低い水準ではありますが、物価上昇

のほかに、未整備地域の解消や管路更新事業等の建設改良事業が進むにつれ

て減価償却費等も増加することが見込まれますので、「給水原価」も今後増

加すると予想されます。 

「管路更新率」は前回に審議会でも御説明したとおり、類似団体と比較し

てかなり低い状況となっています。つくば市は未整備地域解消事業を行って

おり、新設事業も行っているため、管路延長自体が伸びて、比率が上がりに

くくなっています。しかし、今後は管路の老朽化が進むことが予想されます

ので、計画的な更新を行う必要があると考えます。説明は以上です。 

白川会長：ありがとうございました。ただいまの説明について御質問や御意見

はありますでしょうか。長塚委員お願いします。 

長塚委員：詳細な資料で御説明いただき、ありがとうございます。詳細なので

なかなか理解できないところもあるかと思います。まず、どこにメスを入れ

なければならないのかが一目で分かったのが資料６の６ページ「供給単価」

の部分でしょうか。過去５年間の供給単価の推移が示されており、令和４年

度は 201 円であるのに対し、この単価を割っているのが一般家庭や民間アパ

ートで使用されることが多い口径 13mm と 20mm ということだったかと思いま

す。これは、大口径を使用している方の負担が大きいということかと思いま

す。最終的に水道料金を見直す際に、どこにメスを入れていくかという話に

なると思います。業務用の使用水量は、減少傾向にあるかと思います。そう

しますと、やはり一般家庭の水道料金を上げなければならないのかなとこの

資料を見て感じました。この口径 13mm と 20mm を使用している方が、基本水

量である 20 ㎥まで使用しているかどうかについて、平均値は調べていますで

しょうか。もし数字があれば教えていただきたいです。 
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口径 13mm ですと、１人住まいの方が多いと思います。その辺りをどう捉え

るかが、料金をどのように設定するかに直結してくるのかなと思います。１

人住まいの方が必ずしも水道料金が高いと困るという方たちばかりではない

のだろうなとも思いますし、反対に水道料金が上がると切実に困る方たちも

ここに集中しているのかなというイメージです。平均値はどうでしょうか。 

事務局（小吹課長）：口径が 13mm の場合、基本料金のみを徴収している割合が、

令和４年度実績で約 70％です。20mm の場合は約 38％、25mm の場合は約 28％

です。13mm は結局基本料金だけ、つまり基本水量のみで賄っている方が約７

割いるということです。一般家庭で使用することが多い 20mm の場合は約 38

％となっていますので、従量料金も発生している割合が多いということにな

ります。 

長塚委員：ありがとうございます。恩恵という言葉が合うかは分かりませんが、

供給単価に対して最も負担感がないのがおそらく 20mm を使用している約 62

％の方たちでしょうか。基本料金以上に使用しているけれども、供給単価が

最も安いということですよね。住みやすい街とすれば決して悪くはないと思

いますが、独立採算制を考えつつ公平さを出すのであればメスを入れるとこ

ろは１点しかないような気はします。20mm の水道料金をどうしていくかがポ

イントなのかなと説明していただいて感じました。ただ、今後水道料金をど

のように上げていくのかについては、さらに議論しなければならないと思い

ます。大口径の使用者からある程度水道料金を補えていればよかったかもし

れませんが、つくばの人口も現在は増えてはいるもののいずれピークを迎え

るという予測もついています。負担について、ある程度公平さを出すのであ

れば、もっと精査する必要はありますのでイメージですが、その辺りの水道

料金には、どうしても手を入れなければならないのかなと感じました。 

白川会長：ありがとうございます。今の御指摘について、他の意見や質問はあ

りますか。竹内委員お願いします。 
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竹内委員：公平性というところと関連すると思いますが、資料５の料金表につ

いて質問させてください。口径 13mm から 25mm までは 20 ㎥まで使用した場合

の料金が設定されているかと思います。口径ごとの料金の差はどのような根

拠に基づいて設定しているのでしょうか。先ほど御説明があった供給単価や

給水原価などから計算されているのでしょうか。 

また、従量料金については、各段階で単価が上がっていますが、単価の上

昇比率も何か根拠があってこの設定になっているのでしょうか。 

事務局（石渡課長補佐）：まず、基本料金の部分についてですが、こちらは平

成 30 年に料金改定を行う前までは昭和 58 年からずっと同じ単価となってい

ました。当時どのような分析をしてこの単価になったのかについては、記録

が残っていないので分からないのですが、平成 30 年に料金改定を行った際に

は、改定前の料金から一律に何％上げれば当面は収益を上げることができて、

未整備地域解消事業に係る資金も調達できるかといった分析を行い、現在の

基本料金となっています。当時、基本料金は昭和 58 年の単価をベースに一律

で９％上げたと記録されていたと思います。誤っていた場合は次回修正しま

す。 

従量料金については、逓増率というものを出して分析しています。逓増率

は、最も高い単価を最も低い単価で除した数字になります。現在のつくば市

の水道料金の逓増率は、料金表の第５段階の単価である 330 円を第１段階の

単価である 154 円で割ると、2.14 になります。この逓増率については、当時

全国の団体との比較分析を行い、比率について審議した結果、この体系にな

っています。当時の料金改定については、調べて改めて次回お答えします。 

竹内委員：20 ㎥まで同じ量を使用しているのに、なぜこんなに料金が違うのか

気になったのでお聞きしました。ありがとうございます。 

白川会長：私も平成 30 年の料金改定に関わっていたのですが、細かいところは

覚えていません。ただ、逓増度をどうするかについては審議会で議論し、少
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しずつ上げていった記憶があります。ただし、逓増度自体が何らかの根拠に

基づいているというよりは、ひとつ前の料金体系からどのくらい変えるのか

について議論しましたので、結果的にこの逓増度や基本料金が何らかの根拠

に基づいているわけではないと思います。先ほど口径によって料金が決まる

というお話がありましたが、例えば水道メータの価格や、口径が異なると固

定費用も異なるといったような数字があれば、根拠になるかと思います。逓

増度についても、逓増させる根拠を物理的に算出するということは少し難し

いかもしれませんが、経済的あるいは行動的に算出するということはできる

かもしれません。なかなか理論的に難しいところかと思います。ほかに御意

見や御質問はありますか。浜中委員お願いします。 

浜中委員：資料５の料金表は２か月当たりで表示されており、基本水量は 20 ㎥

となっています。資料７の２ページの各自治体の水道料金比較を見ますと、

つくば市の基本水量は１か月当たり 10 ㎥となっています。資料７では、水戸

市やひたちなか市は基本水量が６㎥や５㎥となっているので、２か月で 12 ㎥

や 10 ㎥と考えればよいのかと思います。また、基本水量については、土浦市

や守谷市は「無」となっていますが、今後審議する上で、基本水量は設定し

ていくのでしょうか。無しにしていくのでしょうか。 

水道メータの検針については、今後デジタルメータを取入れていくのでし

ょうか。現在実施しているか分かりませんが、そういった部分についてお聞

きしたいです。 

事務局（小吹課長）：口径別の基本水量については、つくば市の場合、生活用

の口径に対して１か月 10 ㎥の基本水量を設定しています。事業体によって

は、６㎥や８㎥のところもありますので、基本水量の必要性や設定方法につ

いては議論の対象になっていくと思います。 

事務局（兼平上下水道業務課長）：スマートメータの導入を決定しているのは、

現在東京都のみと記憶しております。その他の自治体については、試験的な
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導入を行っている状況であるとメータのメーカーの方から聞いており、なか

なか導入が進んでいない状況です。原因としては、やはりコスト面の問題が

大きいです。水道事業の経営にも影響が出てしまう話ですので、導入に踏み

切れないでいる事業体が多いようです。 

つくば市の現在の考え方についてですが、今年度試験的にスマートメータ

を設置することを検討しています。ただ、個数は多くはありませんので、大

口需要者に取りつけるか、一般家庭に取りつけるかについて検討していると

ころです。 

白川会長：基本水量は、まさに審議すべき部分ですね。本日ではありませんが、

基本水量を変えた方がよいか、あるいは無くした方がよいかについては、議

論になる部分かと思います。大体１人１日 300ℓ 使用すると１か月で 10 ㎥に

なります。先ほど 13mm を使用している方の約７割が基本水量まで使用してい

ないということでしたので、１人暮らしということなのかと思います。平均

的に２人使用すれば超えるはずなので、現在１人当たりの使用水量が減って

いることを考慮すると１人当たり平均８㎥くらいでしょうか。根拠は分かり

ませんが５㎥や６㎥に設定している事業体もありますので、その辺りを目安

にするというのもあり得るかと思います。ほかに御質問や後意見等はありま

すでしょうか。加納委員お願いします。 

加納委員：皆様から御指摘や御質問いただいたところは、私も疑問に思ってい

ました。資料６は非常に大事な資料だと思っています。７ページの供給単価

から給水原価を差し引いた結果に「△」が付いたところというのは、簡単に

いうと今の料金体系で割安になっているところであり、ここへの負担は求め

やすいだろうというひとつの目安になりますが、だからといって安易に料金

を上げるということは、生活を苦しめかねないので注意が必要だということ

かと思います。また、同じページの過去５年間の推移で利益を見ると、利益

が上がっています。これではまだ足りない、まだ何か備えなければならない
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ということについて、根拠を十分に整理しておかないと納得感は得られない

と思いますので、その辺りの説明もお願いできたらと思います。基本水量を

どのように考えるのか、20 ㎥までの口径別の料金設定をどうするか、単価を

どのように変えるか、資料５の料金表にある段階が妥当なのか、といったこ

とがシミュレーションする際のポイントになるかと思いますので、その辺り

についても見せていただければと思います。 

スマートメータの話を浜中委員からいただきましたが、積極的に導入すべ

きかと思います。検針員の方々の人件費はどのぐらいかかっているのでしょ

うか。今後も管路が伸びていくということは、検針員の方々の移動距離も増

えていくことになると思いますので、その見合いでスマートメータをどのよ

うに導入していくのが妥当かという議論があるべきかと思います。一方で、

雇用の問題も出てくると思いますので、安易に全部スマートメータにすると

いうわけにもいかないと思いますので、その辺りについてもお聞きできれば

と思います。 

水道料金の基本になっている基本料金と従量料金の割合をどのように設定

するのが妥当か、というのもひとつのポイントになると思います。基本料金

で賄うべき固定費相当額の今後の見込みはどのようになっているのか、従量

料金として考える変動費相当額はどのように見込むのか、についてシミュレ

ーションで見せていただけると私たちも検討しやすいかと思います。今後、

シミュレーションを見て検討する際に、私たちが注目しなければならない項

目について、いつの審議会のどの資料を見るとよいか示していただけると考

える根拠を失わずに、用意していただいた資料の中で議論ができると思いま

す。丁寧に資料を用意していただいた分、どこを見てよいか分からなくなる

と困るので、整理していただけると嬉しいです。 

白川会長：資料についてはこの先もペーパーレスを続けると思いますが、そう

しますと毎回委員が事前に送付された資料を持参することになるかと思いま
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す。資料は、前回の資料も持参した方がよいのでしょうか。以前の審議会の

資料を引用する場合は、その都度資料に含めるか、以前の資料を参照しなが

ら進めるか、やり方はいろいろあると思いますが、どうでしょうか。毎回全

て持ってくるのは大変かと思います。 

事務局（石渡課長補佐）：確かに毎回全て持ってきていただくのは大変なので、

説明する際にはいったりきたりしないように工夫したいと思います。以前使

用した資料を引用する場合は、改めてその資料を用意してお配りしたいと思

います。ただ、審議会で出た質疑に対して回答する際に以前使用した資料の

話をする可能性もありますので、その際は口頭で説明させていただければと

思います。それでよろしいでしょうか。 

加納委員：プロジェクターに投影することは可能でしょうか。 

事務局（石渡課長補佐）：可能です。では、そういう形でよろしいでしょうか。 

加納委員：はい。やはり、見ながら聞いた方がよいと思います。以前使用した

資料を引用する際は、いつの審議会のどの資料を引用しているかを記載して

いただければ、私たちが後から確認することもできると思います。 

事務局（石渡課長補佐）：分かりました。以前の資料を引用する際は、プロジ

ェクターに投影しつつ、引用資料も記載したいと思います。 

今後の話として、シミュレーションの話があったと思います。次回までは

制度的な話をしたいと思っています。今日は水道料金の制度的なお話をしま

して、次回は先ほどお話があった固定費や変動費とも関連してくる原価の話

をしたいと考えています。料金の配分方法まで説明できればと思っているの

ですが、ボリュームがあるので予定が少しずれるかもしれないのですが、よ

ろしいでしょうか。 

白川会長：はい。１回に詰め込んで消化できなくなるよりは、１回ごとの内容

をしっかり理解しながら進んでいく方がよいと思います。資料の工夫等につ

いても事務局にお願いしたいと思います。 
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また、お話の中で利益が出ている、気になる指標がいくつかある、という

話もありましたが、平成 30 年の料金改定以前はさらに数字が悪く、すぐにで

も何とかしなければならないという数字が並んでいました。その当時より状

況はよくなっていると思いますが、これは現在の状況であって、料金改定に

ついて審議する際には、今後投資が増えていった場合に賄いきれなくなると

いう点も根拠にもなるかと思います。その辺りの話について次回以降、御説

明いただけると思っております。他団体の水道料金と比較した結果、現在の

つくば市の水道料金は茨城県内では低い方であり、他団体の経営指標と比較

すると悪い指標もあるけれども、それほど悪くない指標もあったかと思いま

す。他に御質問や御意見はありますでしょうか。 

それではないようですので、本日の審議はここまでにしたいと思います。

質問や意見等がありましたら、事務局へメール等でお知らせいただければと

思います。本日も円滑な進行に御協力いただき、ありがとうございました。

それでは、進行を事務局にお返しします。 

事務局（小吹課長）：ありがとうございました。本日の審議会は、水道料金の

基本的な部分について知っていただくことをメインとさせていただきまし

た。次回は、先ほど加納委員がまとめてくださった点がポイントになってく

るかと思います。丁寧に説明していきたいと思っておりますのでよろしくお

願いいたします。 

最後に、次回の令和５年度つくば市上下水道審議会の開催についてお知ら

せします。次の審議会は、水道事業 第３回で、令和６年（2024 年）１月 19

日（金）午前 10 時からです。下水道事業の次回の審議会は第２回で、開催日

時は令和６年（2024 年）１月 23 日（火）の午前 10 時からです。 

以上をもちまして令和５年度つくば市上下水道審議会（水道事業 第２回）

を閉会します。本日もありがとうございました。 

 



令和５年度つくば市上下水道審議会（水道事業 第２回） 

 

次  第 

 

日時 令和５年 12月 15日（金）    

午後３時            

場所 つくば市役所本庁舎２階  

204会議室 

 

１ 開会 

 

２ 議事 

(1) 令和５年度つくば市上下水道審議会（水道事業 第１回）における 

質疑・意見等について （資料１） 

(2) 水道事業の経営について （資料２） 

(3) 水道の料金体系について （資料３） 

(4) つくば市の水道料金について （資料４～７） 

 

３ 閉会 



令和5年12月15日

資料番号 資料名

資料１
　令和５年度つくば市上下水道審議会（水道事業　第１回）

における質疑・意見等について

資料２ 　水道事業の経営について

資料３ 　水道の料金体系について

資料４ 　つくば市水道料金の概要

資料５ 　つくば市水道料金表

資料６ 　つくば市の水道料金に関するデータ

資料７ 　他団体との比較

令和５年度つくば市上下水道審議会

（水道事業　第２回）　資料一覧
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